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評価の視点 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

・８０％以上の受講者から役立った旨の評価を得たか。 

また、訓練ニーズを踏まえての訓練コースの設定を行ったか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・在職者に指示をして訓練を受講させた事業主に対してもアンケート調

査を実施し、８０％以上の者から受講者に職業能力の向上が見られた

旨の評価が得られるよう、事業主の訓練ニーズに応じた職業訓練を実

施したか。 

 自己評定 Ａ   

（理由及び特記事項） 

・ 在職者を対象とする職業訓練について、地域の人材ニーズや

アンケート調査における受講者や受講者を派遣した事業主から

の声を踏まえ訓練コースの設定を行ったことから、アンケート

調査において、９７．１％の受講者から職業能力の向上に役立

った旨の回答を得るとともに、９５．２％の事業主から受講者

が学んできた技術・知識が事業所で役立っている旨の評価を得

た。また、アンケート調査における利用者の意見等を踏まえ、

業務の改善に努めた。 

・ 訓練コースの受講を通じて習得した能力（習得度）の測定・

評価について全国実施を行った。 

 

これらのことを踏まえ、自己評定を「Ａ」とした。 
 

○ 地域の人材ニーズを踏まえ訓練コースの設定を行った結果、受講

者に対するアンケート調査において、９７．１％の者から職業能力

の向上に「役に立った」「どちらかといえば役に立った」旨の評価

を得た。（有効回答者数 ６８，０９６人） 
  なお、「役に立った」等の回答を得た主な理由としては、「実際

の実験データによって理論的な知識が得られた」、「より高度な知

識が得られ、すぐに仕事に活用できそうである」などであった。 
また、「どちらかといえば役に立たなかった」「役に立たなかっ

た」と回答した２．９％の者からの主な理由としては、「求めてい

る講義内容と違った。もっと詳しく講義内容をパンフレットに載せ

て欲しい」、「レベルが高くてスピードが速い」などであった。ま

た、同アンケート調査において、訓練内容について設問形式で聴い

たところ、 
 ・「教材（資料）が分かりやすかった」旨の回答が９３．４％ 
・「講師の教え方が分かりやすかった」旨の回答が９５．９％  
・「カリキュラムがよい」の回答が７７．２％ 

 などであった。 
 
○ 受講者を派遣した事業主に対して、受講者の訓練終了後概ね１ヶ

月経過した時点でのアンケート調査において、９５．２％の事業主

から受講者が学んできた技術・知識が事業所で「役に立った」「ど

ちらかといえば役に立った」旨の評価を得た。（有効回答者事業所

数 １１，７２８事業所） 
  なお、「役に立った」等の回答を得た主な理由としては、「技術

が向上し、仕事の作業速度が速くなった」、「生産性の向上が図ら

れた」などであった。 
  また、「どちらかといえば役に立たなかった」「役に立たなかっ

た」と回答した４．８％の事業主からの主な理由としては、「セミ

ナーの範囲が広すぎる」、「概論ではなく、実践を多く教えてほし

い」などであった。 
「否定的な回答について分析を行い、満足度を適切に業務に反映

できる仕組みを検討する必要がある」との指摘に対し、各施設の施

設カリキュラム精査委員会において、アンケート結果を踏まえ、教

 評 定  Ａ   

（理由及び特記事項） 

・在職者 8 万 2 千人に訓練を行い、アンケートにおいて 97.1％から

役に立った旨の評価を得た。事業主からも高い評価を得た。 

・「自己評定Ａ」の理由は概ね妥当と判断する。 

・計画の範囲内と判断する。 

・評価の目標値を大きく上回っているのは分かるが、マイナス評価な

ども活用して、改善に向けての努力をされたい。 

・アンケート調査の結果、「役に立った」が 50～60％台で本当に「役

に立った」と思っているのか、これをどのように解釈するのか。 
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材・講師・カリキュラム等の改善に努めた。 

 
○ 「習得度の測定・評価の実施について、より一層の取組を期待す

る」との指摘に対し、訓練コースの受講を通じて習得した能力（習

得度）の測定・評価について全国実施を行った。 
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中期目標 中期計画 平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

第３ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する事項 
 
 
３ 職業能力開発業務について 
 
（４）離職者を対象とする職業訓練について 

昨今の厳しい雇用情勢の中、失業者に対

して、適切かつ効果的な職業訓練を実施

し、再就職へとつなげるものとすること。 
① 訓練の結果が再就職に結び付くよう、

受講指示前に十分なキャリア・コンサル

ティングを実施し、意欲、適性、能力等

に応じた訓練コースの選定を行い、就職

に資する訓練効果の高い職業訓練を実施

すること。また、訓練開始時より積極的

に就職支援活動を行うこととし、これら

により、中期目標期間の最終年度までに、

施設内訓練修了者の就職率を７５％以上

とし、委託訓練修了者の就職率を６０％

以上とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 
 
３ 職業能力開発業務について 
 
（４）離職者を対象とする職業訓練について

厳しい雇用情勢の中、失業者が早期に

再就職できるよう、次により離職者向け

職業訓練を実施する。 

① 訓練コースの選定、就職支援等について

（イ）キャリア・コンサルティングについ

ては、各相談者に対し時間的にも内容

的にも十分な対応を行い、その結果に

基づき、当該相談者の意欲、適性、能

力等に合致した訓練コースの選定等を

行い、就職に資する職業訓練の受講を

促進する。 
 
 
 
（ロ）受講者の意欲、適性、能力等を把握

し適切な選定に資するよう、面接試験、

学力試験、適性検査等を行う。また、

委託訓練の場合においては、当該委託

先機関を関与させるようにする。 
 
 
（ハ）施設内訓練においては、訓練開始時

より就職支援を徹底して行う。また、

委託訓練の場合においては、委託先へ

の就職支援の指導・求人情報提供等を

積極的に行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ニ）以上により、就職率の向上を図り、

中期目標期間の最終年度までに施設内

訓練修了者の訓練終了後３ヶ月時点の

就職率を７５％以上とし、委託訓練修

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 

３ 職業能力開発業務について 

 

（４）離職者を対象とする職業訓練について

 

 

 

① 訓練コースの選定、就職支援等につい

て 

（イ）就職に資する職業訓練の受講を促進

するため、キャリア・コンサルティン

グを行い、離職者本人の意欲、適性、

能力等を把握し、適切な訓練コースの

選定を行う。 

 

 

 

 

（ロ）受講者の就職意欲、適性及び能力等

を把握し、適切な訓練コースの選定に

資するよう、面接試験、学力試験、適

性検査等を行う。 

    また、委託訓練の場合においては、

関係機関と協議の上、必要に応じて委

託先機関の参加による選考を行う。 

（ハ）施設内訓練においては、訓練開始時

から面接指導、求人情報の提供を行う

など、徹底した就職支援を行う。 

また、委託訓練の場合においては、

委託先が基本的に就職支援を行うこと

から、委託先への就職支援の指導・求

人情報提供等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ニ）以上により、就職率の向上を図り、

施 設内訓練については、訓練終了後

３ヶ月時点の就職率を７５％以上とす

る。 

 

 

 

 

 

 

●離職者を対象とする職業訓練 

離職者を対象とする職業訓練の実施に当たっては、失業者が早期

に再就職ができるよう、訓練受講者のニーズに応じ、訓練コースの

選定、就職支援等及び効果的な委託訓練の実施に努めた。 

（１）訓練コースの選定、就職支援等 

  ① 適切な訓練コースの選定 

    訓練受講希望者等に対し、都道府県センターに設置してい

る「キャリア形成支援コーナー」及び公共職業安定所に設置

している｢キャリア形成相談コーナー｣において、キャリア・

コンサルティングを実施し、本人の適性及び能力等を十分把

握した上で適切な訓練受講に結びつくよう支援を実施した。 

・ キャリア形成支援コーナーでの相談件数 

                   ２２９，３５７件 

・ キャリア形成相談コーナーでの相談件数 

                   ４６８，９０４件 

② 受講者の選考 

受講者の選考に当たって、各施設において定めている入所

選考基準に基づき、面接試験、学力試験、適性検査等を実施

した。 

    なお、委託訓練の受講者の選考に当たって、可能な場合に

は、委託先の参加による選考を行った。 

 

③ 施設内訓練の就職支援 

施設内訓練においては、入所から修了までの間における訓

練生に対する就職支援について、次の取組みを徹底した。 

・ 段階的できめ細かい面接指導の実施 

・ 求人開拓及び公共職業安定所との連携等による求人情報

の提供 

・ 事業主への訓練生求職情報の提供 等 

＜説明資料５＞ 

④ 委託先への就職支援の指導等 

委託訓練においては、委託先が行う「就職支援」の内容に

関し、委託先ごとに巡回等による指導等（６，１７９件）を

行い、次の取組みを徹底した。 

・ 訓練生の就職活動や就職状況の進捗管理 

・ 公共職業安定所との連携等による求人情報の提供 

・ 訓練生の求職情報を提供するシステムへの登録 等 

＜説明資料６＞ 

⑤ 就職率 

人材ニーズを反映した的確な訓練内容と、上記①から④の

取組みにより、訓練終了後３ヶ月時点の就職率は、次のとお

りとなった。 



雇用・能力開発機構評価シート９（離職者訓練） 

 41

 

 

 

 

② 上記目標を達成するため、また、民間

教育訓練機関の育成という点も踏まえ、

民間教育訓練機関への委託については、

委託先の開拓を積極的に実施し、かつ、

委託に際しては、機構が有する職業能力

開発及び就職支援のノウハウの提供や指

導を行うこと。 

了者の訓練終了後３ヶ月時点の就職率

を６０％以上とする。 
 
 
② 委託訓練について 
（イ）専修学校・各種学校への委託のみな

らず、大学・大学院、ＮＰＯや事業主

への委託を含めて、委託訓練先の開拓

を積極的に実施するほか、委託先への

就職支援の指導・情報提供を積極的に

行い、委託訓練の就職率の向上を図

る。 
（ロ）個別の受講者のニーズに応じ、より

多様な訓練コースを提供できるよう、

民間教育訓練機関の既存の訓練コー

スの中から選択して受講を行うこと

を可能とする。 
 

（ハ）各委託先毎に、実施した訓練の内容

について、就職率等の点から、評価を

行い、就職率の低い委託先について

は、その要因を分析し、次回以降の委

託先の選定等に当たって反映させる。

また、継続して同じ機関へ委託を行う

場合には、次年度の就職率が、当該年

度以上となるよう、訓練コース設定の

指導、就職支援のノウハウの提供に努

める。 
（ニ）事業主を活用した訓練については、

訓練コーディネートを行うアドバイ

ザー、訓練委託先開拓員等の効果的活

用により、適切な訓練コースのコーデ

ィネート、訓練委託先の開拓、訓練委

託先に対するコース設定等に対する

支援等を行い、訓練内容の充実を図

る。 
 

 

また、委託訓練の場合においては、訓

練終了後３ヶ月時点の就職率を６０％以

上とする。 

 

② 委託訓練について 

（イ）広範な分野の人材ニーズに対応した

多様な訓練コースの設定ができるよう

委託先の開拓を行う。 

また、委託先が基本的に就職支援を

行うことから、委託先への就職支援の

指導、求人情報の提供等を積極的に行

い、就職率の向上を図る。 

（ロ）民間教育訓練機関の既存のコース情

報を収集し、個別の受講希望に応じて

訓練コースとして選択できるコースの

情報提供を行うことにより、受講を可

能とする。 

 

（ハ）委託先の選定に当たっては、就職支

援等に係る評価項目の評価点の配分を

高くした委託先選定基準により行う。

 

 

 

 

 

 

 

（ニ）訓練委託先開拓員の活用により求人

企業の積極的な開拓を行うとともに、

業界団体や求人企業が求める人材に係

る能力と求職者の有する職業能力のミ

スマッチの解消を図るため、訓練コー

ディネート等業務担当者を活用し、求

人事業主等からのヒアリングを行う等

により適切な訓練コースの設定を行

う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

・ 施設内訓練  ８１．５％ 

・ 委託訓練   ６８．６％ 

※ 平成１９年４月末における訓練終了後３ヶ月時点の実績 

 

（２）委託訓練の実施 

① 委託先の開拓 

地域の産業界、企業が求めている広範な人材ニーズに対応

が可能となるよう、専修学校等の民間教育訓練機関のほか、

事業主、事業主団体、ＮＰＯ法人、大学、大学院を活用した

多様な訓練コースを実施した。特に、事業主やＮＰＯ法人の

委託先開拓を進めるため、商工会議所やＮＰＯ支援センター

と連携した訓練委託先開拓の取組みを行った。 

  ② コース情報の提供 

民間教育訓練機関が一般向けに既に開設しているコースの

うち、一定の要件を満たすものを事前に公共職業訓練実施可

能講座として認定することにより、求職者自身が自らの希望

や適性に応じて自主的に選択したものについて訓練の委託を

行い、「自主選択訓練コース」として実施した。 

③ 委託先選定方法 

公正かつ適正な委託先の選定を行うための委託先選定基準

に基づき、就職ガイダンス実施等の就職支援体制、就職状況

など就職支援状況等に関する評価項目を重視するとともに、

教室・施設設備などの訓練環境及び運営体制に関する評価項

目を併せた総合評価により委託先の選定を行った。 

 

 

 

 

④ 適切な訓練コースの設定 

訓練委託先開拓員の活用により求人企業を積極的に開拓す

るとともに、訓練コーディネート等業務担当者を活用し、 

３，５７０コースの訓練コースの設定を行った。 
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 評価の視点  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・職業訓練のコース選定、受講者の能力把握等及び委託先への就職支

援の指導・求人情報提供等を適切に行ったか。（就職率を７５％以

上（委託訓練においては６０％以上）に向上させたか。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・就職率等の観点を委託先の選定等に当たって反映させたか。そのために、

委託先選定に当たり就職状況をより重視した方法に改めたか。 

 
 
 
 
・求人事業主からのヒアリング等を行い、委託訓練において、適切な

訓練コースの設定を行ったか。 
 

 

 自己評定 Ａ   

（理由及び特記事項） 
・ 求職者の早期再就職に向けた市場ニーズを反映した訓練コー

スの設定、きめ細かな就職支援の積極的な取組み、委託先及び

企業との連携の強化、就職状況を重視した委託先の選定等によ

り、就職率について、施設内訓練８１．５％、委託訓練 

６８．６％となり、年度計画の目標値（施設内訓練７５％以上、

委託訓練６０％以上）を上回る結果となった。 

 

これらのことを踏まえ、自己評定を「Ａ」とした。 
 

○ 求職者の早期再就職に向けた市場ニーズを反映した訓練コース

を設定し、訓練受講希望者等に対し、キャリア・コンサルティング

を実施し、本人の適性及び能力等を十分把握した上で、適切な訓練

受講に結びつくよう支援を実施した。また、受講者の選考に当たっ

ては、面接試験、学力試験、適性検査等を実施した。 
 
○ 訓練生に対する段階的できめ細かい面接指導の実施、求人開拓及

び公共職業安定所との連携等による求人情報の提供、訓練生の就職

活動や就職状況の進捗管理、委託先の就職支援に関する巡回等によ

る指導等を実施するなど求職者の早期再就職に向けた就職支援の

積極的な取組みや、雇用情勢が改善された点もあり、施設内訓練に

ついては８１．５％、委託訓練については６８．６％の就職率とな

り、年度計画の目標値（施設内訓練７５％以上、委託訓練６０％以

上）を上回る結果となった。 
   
○ 委託訓練については、地域の産業界、企業が求めている広範な人

材ニーズに対応が可能となるよう、民間教育訓練機関のほか、事業

主、事業主団体、ＮＰＯ法人等を活用した多様な訓練コースを実施

するとともに、商工会議所やＮＰＯ支援センターと連携した訓練委

託先開拓の取組みを行った。 
 
○ 委託先の選定に当たっては、公正かつ適正な選定を行うための委

託先選定基準に基づき、就職ガイダンス実施等の就職支援体制、就

職状況などの就職支援状況等に関する評価項目を重視するととも

に、教室・施設設備などの訓練環境及び運営体制に関する評価項目

を併せた総合評価により委託先の選定を行った。 
 
○ 委託訓練に係る訓練委託先開拓員の活用により求人企業を積極

的に開拓するとともに、訓練コーディネート等業務担当者を活用

し、３，５７０コースの訓練コースを設定した。 
 

 評 定  Ａ   

（理由及び特記事項） 

・離職者訓練を行い、高い就職率を上げた。 

・経済状態の好転はあるものの、就職率の目標を高く上回ったことは

評価する。 

・高い就職率を確保した。 

・概ね「自己評定」の理由は妥当と判断する。 

・計画の範囲内と判断する。 
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中期目標 中期計画 平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

第３ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する事項 

 

 

３ 職業能力開発業務について 

 

（５）学卒者を対象とする職業訓練について 

日本の産業の基盤を支える人材を育成

するために、職業能力開発大学校等の専

門課程においては、実験・実習を多く取

り入れた職業訓練を実施し、技術革新に

対応できる高度な知識と技能・技術を兼

ね備えた実践技術者を養成する。また、

応用課程においては、産業界や地域のニ

ーズに応じて、新製品の開発、生産工程

の構築等に対応できる生産技術・生産管

理部門のリーダーとなる人材を養成する

ものとすること。 

① 中期目標期間の最終年度までに専門課

程及び応用課程の修了者のうち、就職希

望者の就職率を９５％以上とすること。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
② 職業能力開発大学校等について、産学

連携や他大学等関係機関との連携を強

め、より地域に開かれたものとすること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置  

 

３ 職業能力開発業務について 

 

（５）学卒者を対象とする職業訓練について

日本の産業の基盤を支える人材の育成

や生産技術・生産管理部門のリーダーと

なる人材を養成するため、次により学卒

者向け職業訓練を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

① 常に的確にものづくり産業における人

材ニーズに対応した訓練内容とすること

や、キャリア・コンサルティングの積極

的な実施等就職支援を徹底して行うこと

により、就職率の向上を図り、中期目標

期間の最終年度までに専門課程及び応用

課程の修了者のうち就職希望者の就職率

を９５％以上とする。 

 
 
 
 
 
② 若年者に対する実践的な技能教育を充

実させるため、工業高校や高等専門学校、

大学等との連携を行う。 
 
 
 
 
 
 
③ 職業能力開発大学校等について、産学

連携や他大学等関係機関との連携の強

化、起業支援等を推進すること等により、

広く地域社会に開かれた施設運営に努め

る。 
 
 

第３ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 

３ 職業能力開発業務について 

 

（５）学卒者を対象とする職業訓練について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 就職支援については、１年次から就職

ガイダンスやキャリア・コンサルティン

グを実施し、就職意欲を喚起する。 

専門課程及び応用課程の修了者のうち

就職希望者の就職率を９５％以上とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

② 若年者に対する実践的な技能教育を充

実させるため、工業高校や高等専門学校、

大学等の関係者と職業能力開発大学校等

との連携を行う。 

 

 

 

 

 

③ 職業能力開発大学校等において、産学

連携の一環として共同研究・受託研究や

起業支援等を推進し、また、積極的に施

設を開放することにより、広く地域社会

に開かれた施設の運営を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●学卒者を対象とする職業訓練 

日本の産業の基盤を支えるものづくり人材の育成等を行うため、

学卒者を対象とする職業訓練について、以下により就職支援、大学

等との連携に取り組んだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）就職支援 

１年次から就職ガイダンスやキャリア・コンサルティングを

きめ細かく実施した。また、職業人として素養や職業意識を高

めるため、職業社会論、キャリア形成論、生産現場を直接体験

するインターンシップをカリキュラムに取り入れて実施した。 

   上記の取組みにより専門課程及び応用課程の修了者のうち

就職希望者の就職率は次のとおりとなった。 

・ 就職率  ９８．３％ 

（就職希望者数（進学者を除く修了者数）２，３７２人、

就職者数２，３３２人） 

※ 平成１９年４月末における訓練終了後１ヶ月時点の実

績 

＜説明資料７＞ 

（２）大学等との連携 

  ① 職業能力開発大学校等において、若年者に対する実践的

な技能教育を充実させるため、工業高校や高等専門学校、

大学等との連携を実施した。 

   イ 実績  ７０件 

   ロ 連携内容 

・ 高校、大学等の教育訓練を実施（高校、大学等の実習

等の受入れ） 

    ・ 大学等へ指導員を講師として派遣 等 

② 職業能力開発大学校等において、共同研究・受託研究や起

業支援等及び施設の開放について次のとおり実施した。 

   イ 共同研究   ５８件 

    （テーマ例） 

    ・ 関東職業能力開発大学校 

      「リサイクル可能なプラスチックフィルターのマル

チ検査装置の開発」 

・ 近畿職業能力開発大学校 

「木造戸建て住宅用制振装置の研究」 
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ロ 受託研究   １３件 

    （テーマ例） 

    ・ 東北職業能力開発大学校 

      「万能型ナースコール及び介護者無線コールの開発

研究」 

・ 東海職業能力開発大学校 

      「ペレットストーブ用コントローラーの開発」 

ハ ものづくりの啓発 

地域における「ものづくり」の啓発を行うため、「もの

づくり体験教室」を開催した。 

（開催事例） 

・ ＮＣ工作機械による文鎮製作 

・ 電子オルゴール製作 

・ 音声反応歩行ロボット製作 

・ ＣＡＤ／ＣＡＭを利用した印鑑製作 

ニ 地域社会との連携 

地域の企業誘致や企業支援等について、人材育成や技術

支援の面から協力した。 

（実施事例） 

・ 東北職業能力開発大学校が、県の主催する「宮城県

企業立地セミナーin 東京」へ地元の栗原市と合同でブ

ースを設置し、市は施策面、大学校は人材育成面での

対応を行った。 

・ 北陸職業能力開発大学校を拠点に、地域の学校や企

業、商工会議所が相互に連携し、ものづくりを担う優

れた人材を育成するための産学交流会が設置され、次

年度に向けての事業計画の検討を行った。 

 

また、事業主等が行う教育訓練、研修等の場としての施

設設備の貸与等を延べ１，８４４件実施した。 
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 評価の視点  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・就職支援に力を入れるとともに、工業高校や高等専門学校、大学等

の関係者との連携を行ったか。また、専門課程及び応用課程の修了

者のうち就職希望者の就職率が９５％以上であったか。（専門課程

及び応用課程の修了者のうち就職希望者の就職率が９５％以上で

あったか。） 

 自己評定 Ａ   

（理由及び特記事項） 
・ 訓練生に対してきめ細かな就職支援を実施し、職業社会論、

キャリア形成論、インターンシップなどをカリキュラムに取り

入れることにより、修了者のうち就職希望者の就職率は年度計

画の目標（９５％以上）に対し、９８．３％となった。 

・ 工業高校や高等専門学校、大学等との連携を図るとともに、

地域における「ものづくり」の啓発を行うため、「ものづくり

体験教室」の開催、産学連携の一環として共同研究や受託研究

を実施したほか、地域の企業誘致や企業支援等について、人材

育成や技術支援の面から協力するなど地域社会等との連携を

強化した。 

 

これらのことを踏まえ、自己評定を「Ａ」とした。 
 

○ 就職支援について、１年次から就職ガイダンスやキャリア・コン

サルティングをきめ細かく実施した。また、職業人としての素養や

職業意識を高めるため、職業社会論、キャリア形成論、生産現場を

直接体験するインターンシップをカリキュラムに取り入れて実施

したことにより、専門課程及び応用課程の修了者のうち就職希望者

の就職率は、年度計画の目標（９５％以上）に対し、９８．３％と

なった。 
 
○ 「工業高校、高等専門学校、大学等との連携を一層深めるととも

に、地域とも連携し、労働市場の需要にあった人材育成が引き続き

行われることを期待する」との指摘に対し、職業能力開発大学校等

において、若年者に対する実践的な技能教育を充実させるため、高

校、大学等の教育訓練を実施（実習等の受入れ）、大学等へ指導員

を講師として派遣等、工業高校や高等専門学校、大学等との連携を

一層促進し、７０件実施した。 
  また、地域における「ものづくり」の啓発を行うため、「ものづ

くり体験教室」を開催した。さらに、産学連携の一環として共同研

究や受託研究を実施したほか、地域の企業誘致や企業支援等につい

て、人材育成や技術支援の面から協力するなど、地域社会との連携

を強化し、労働市場や技術動向等のニーズ把握に努め、訓練の実施

に反映した。 

 評 定  Ａ   

（理由及び特記事項） 

・学卒者についてきめ細やかな就職支援を実施し、訓練修了者の就職

率を 98.3％とした。70件の高校、大学等と連携を図った。 

・経済状況の好転はあるものの、目標数値の高いレベルでの達成は評

価する。 

・自己評価の通りである。 

・概ね「自己評定Ａ」の理由は妥当と認める。 

・計画の範囲内と判断する。 

・連携についても目標を設定して取り組むべきではないか。 
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第３ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する事項 

 

 

３ 職業能力開発業務について 

 

（６）新分野等への事業展開の支援について 

新規成長分野等において雇用創出の実

現を図り、円滑な労働移動を促進するた

め、関係機関との連携を図りつつ、これ

らの分野において中小企業等の創業・経

営革新を職業能力開発の側面から支援す

ること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 
 
３ 職業能力開発業務について 

 

（６）新分野等への事業展開の支援について 

新規成長分野等において創業・経営革新

を職業能力開発の側面から支援するため、

関係機関との連携を図りつつ、専門的な相

談・情報提供、新分野等の事業展開を担う

人材養成のための職業訓練等を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 

３ 職業能力開発業務について 

 

（６）新分野等への事業展開の支援について 

起業・新分野展開支援センターにおいて

は、新規成長分野等において創業・経営革

新を職業能力開発の側面から支援するた

め、専門的な相談・情報提供、交流会の開

催、新分野等の事業展開を担う人材養成の

ための職業訓練を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●新分野等への事業展開の支援 

首都圏や関西圏における中小企業等の創業・経営革新を職業能力

開発の側面から支援するため東京及び大阪に設置している起業・新

分野展開支援センターに加え、平成１８年度から北海道及び福岡に

相談・情報提供業務を行う起業・新分野展開支援スポットを開設し、

以下のとおり新分野等への事業展開の支援を行った。 

（１）新たな分野の展開等に必要な専門的な相談・情報提供 

相談・情報提供件数  ８,６０４件 

 

（２）技術・製品開発分野関連情報の提供のための公開講座 

イ コース数     ６２コース 

ロ 受講者数  １,７９６人 

ハ コース内容 

    ・ アナログ信号の処理を支えるディジタル信号処理技術

とＤＳＰ 

    ・ ワイヤレスブロードバンドシステムの基本技術 

 

（３）在職者訓練 

   新分野等の事業展開を担う人材育成のための在職者訓練につ

いて、次のとおり実施した。 

  ① 起業家養成セミナー 

イ 実施コース数   ７４コース 

ロ 受講者数    ９８１人 

ハ コース内容   創業のためのステップアップセミナー 

等 

② 高度技術者養成訓練コース 

   イ 実施コース数   ７コース 

   ロ 受講者数    ９４人 

   ハ コース内容   バウビオロギーによる住宅の実践技術 

等 

③ 課題解決型能力向上コース 

   イ 実施コース数  １５コース 

   ロ 受講者数    ５０人 

ハ コース内容   環境型プリンタヘッドの再生技術 等 

 

なお、受講者に対するアンケート調査において、９７．２％

の者から、職業能力の向上に「役に立った」「どちらかといえ

ば役に立った」旨の評価を得た。 

※「役に立った」        ７４．４％ 

「どちらかといえば役に立った」２２．８％ 

（有効回答者数 ７９７人） 
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（７）職業訓練指導員の養成について 

職業訓練指導員については、職業能力

開発に関するニーズに的確に対応するた

め、技能習得の指導ができるだけでなく、

訓練のコーディネート、キャリア・コン

サルティング、就職支援などに対応でき

る幅広い能力を有する人材の養成を目指

すこと。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（７）職業訓練指導員の養成について 

職業訓練指導員については、職業能力開

発に関するニーズに的確に対応するため、

技能習得の指導ができるだけでなく、訓練

のコーディネート、キャリア・コンサルテ

ィング、就職支援などに対応できる幅広い

能力を有する人材の養成を目指す。 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（７）職業訓練指導員の養成について 

職業訓練指導員については、職業能力開

発に関するニーズに的確に対応するため、

技能習得の指導ができるだけでなく、訓練

のコーディネート、キャリア・コンサルテ

ィング、就職支援などに対応できる幅広い

能力を有する人材を養成する。 

 

 

（４）新分野等の事業展開を担う人材養成のための離職者訓練  

イ 実施コース数   ３コース 

ロ 受講者数    ４７人 

ハ コース内容   事業化に必要な知識・能力の習得、事

業計画の具現化・創業準備演習 

 

（５）創業を目指す方々の交流の場 

   創業を目指す方々に対して、創業に向けた問題の解決を目指

す交流の場を提供した。 

   イ 実施回数      ９５回 

   ロ 参加者数   １，１９３人  

 

●職業訓練指導員の養成 

長期課程及び研究課程において、技能習得の指導ができるだけで

なく、訓練のコーディネート、キャリア・コンサルティング、就職

支援などに対応できる幅広い能力を有する職業訓練指導員を養成す

るため、また、現に職業訓練指導員として従事している者に対して

も以下の訓練を実施した。 

（１）長期課程 

   キャリア・コンサルティング等関連のカウンセリング法等９

講座を実施した。 

 

（２）研究課程 

   キャリア・コンサルティング等関連のキャリア形成支援論等

５講座を実施した。 

 

（３）研修課程 

① 受講者数  ２１６人 

② 実施内容 

・ キャリア・コンサルティング基礎演習 

・ 就職相談支援（キャリア・コンサルティング）研修 

・ キャリア形成支援技法 

・ 訓練コーディネート力向上研修 

・ カウンセリング技術演習 

・ カウンセリング応用演習 
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 評価の視点  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・新規成長分野等において、専門的な相談・情報提供、新分野等の事

業展開を担う人材養成のための職業訓練を行ったか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・訓練コーディネート、キャリア・コンサルティング、就職支援など

に対応できる人材の養成を目指したか。そのために、人材の養成に

必要なカリキュラムの開発等を行ったか。 

 自己評定 Ｂ   

（理由及び特記事項） 

・ 東京及び大阪に設置している起業・新分野展開支援センタ

ーに加え、平成１８年度から北海道及び福岡に起業・新分野

展開支援スポットを開設し、専門的な相談・情報提供を 

８，６０４件実施するとともに、新分野等の事業展開を担う

人材を養成するための在職者訓練を９６コース（１，１２５

人）、離職者訓練を３コース（４７人）実施した。 

・ 在職者訓練受講者に対して、アンケート調査を実施した結

果、９７．２％の受講者から、職業能力の向上に「役に立っ

た」「どちらかといえば役に立った」旨の評価を得た。 

・ 起業・新分野展開支援センター利用者に対し、アンケート

調査等を行い、２５７人が創業したとの回答を得た。 

・ 職業訓練指導員の養成について、技能実習の指導ができる

だけでなく、訓練のコーディネート、キャリア・コンサルテ

ィング、就職支援などに対応できる幅広い能力を有する人材

を養成するため、キャリア・コンサルティング等関連訓練講

座を実施した。また、現に職業訓練指導員として従事してい

る者に対しても、キャリア・コンサルティング基礎演習等の

訓練を実施した。 

 

これらのことを踏まえ、自己評定を「Ｂ」とした。 

 

○ 「新分野等への事業展開の支援については、訓練コースの実施地

域についても適正に選択される必要がある」との指摘に対し、首都

圏や関西圏における中小企業等の創業・経営革新を職業能力開発の

側面から支援するために東京及び大阪に設置している起業・新分野

展開支援センターに加え、平成１８年度から北海道及び福岡に相

談・情報提供業務を行う起業・新分野展開支援スポットを開設し、

新たな分野の展開等に必要な専門的な相談・情報提供を８，６０４

件、技術・製品開発分野関連情報の提供のための公開講座を６２コ

ース実施し、１，７９６人が受講した。また、新分野等の事業展開

を担う人材育成のための職業訓練として起業家養成セミナー、高度

技術者養成訓練コース及び課題解決型能力向上コースの在職者訓

練を９６コース実施し、１，１２５人が受講した。また、離職者訓

練を３コース実施し、４７人が受講した。さらに、創業を目指す方々

の交流の場を９５回実施し、１，１９３人が参加した。 
  
○ 在職者訓練受講者に対して、アンケート調査を実施した結果、 
９７．２％の受講者から、職業能力の向上に「役に立った」「どち

らかといえば役に立った」旨の評価を得た。 
（有効回答者数 ７９７人） 

  なお、起業・新分野展開支援センター利用者に対し、アンケート

調査等を行い、２５７人が創業したとの回答を得た。 
 
○ 職業訓練指導員の養成について、技能習得の指導ができるだけで

なく、訓練のコーディネート、キャリア・コンサルティング、就職

支援などに対応できる幅広い能力を有する人材を養成するため、長

 評 定  Ｂ   

（理由及び特記事項） 

・起業・新分野展開支援スポットを北海道及び福岡に開設した。職業

訓練指導員につき訓練を行った。 

・取組の成果は目標をほぼクリアしていると判断する。 

・計画の範囲内と判断する。 

・新分野への進出のための人材育成は十分な情報収集能力が必要であ

り、組織内部に十分な知見とコーディネート能力を持った人材の育

成・蓄積が期待される。 
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 期課程において、キャリア・コンサルティング等関連のカウンセリ

ング法等９講座、研究課程において、キャリア・コンサルティング

等関連のキャリア形成支援論等５講座を実施した。また、現に職業

訓練指導員として従事している者に対しても、研修課程においてキ

ャリア・コンサルティング基礎演習等の訓練を実施した。 
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中期目標 中期計画 平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

第３ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する事項 
 
 
３ 職業能力開発業務について 
 
（８）若年者対策について 

近年、フリーター等若年不安定就労者

が増大しており、中長期的な競争力・生

産性の低下等が懸念され、若年者を我が

国を支える「人材」として育成していく

ことが喫緊の課題となっている。こうし

た中、機構においては、「私のしごと館」

を中心に、若年者の職業意識の形成、職

業訓練の実施、就職支援等若年者の就業

について総合的な支援を行うものとする

こと。 
① 職業意識の形成の支援等 
（イ）専門家や関係者による若年者向けキ

ャリア・コンサルタントの能力要件や

養成カリキュラムの開発を受けて、先

導的にキャリア・コンサルタントの養

成を積極的に行う。また、大都市部に

おいて、こうしたキャリア・コンサル

タントを活用すること等により、フリ

ーター等若年不安定就労者の職業理解

を促進し、職業意欲の喚起を行い、安

定就労への誘導を積極的に実施するこ

と。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 
 
３ 職業能力開発業務について 
 
（８）若年者対策について 

現在の若年者を取り巻く変化・課題を

踏まえ、次により若年者の就業に係る総

合的な支援を実施する。 
 
 
 
 
 
 
 
① 職業意識の形成の支援等 
（イ）専門家や関係者による若年者向けキ

ャリア・コンサルタントの能力要件や

養成カリキュラムの開発を受けて、キ

ャリア・コンサルタントの養成講座の

質を充実させ、先導的にキャリア・コ

ンサルタントの養成に取り組む。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ロ）公共職業安定所や地方自治体におけ

る若年者の就労支援機関との連携を図

りながら、若年者の職業意識を啓発す

るための取組みや、キャリア・コンサ

ルティングの実施により若年者のキャ

リア形成を支援する。 
 
 

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 

３ 職業能力開発業務について 

 

（８）若年者対策について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 職業意識の形成の支援等 

（イ）教育訓練機関や若年者に対する就労

支援機関の進路指導・就職指導・キャ

リア相談等を担当しようとする者又は

企業の人事・労務関係業務を担当して

いる者を対象に、職業能力開発大学校

等においてキャリア・コンサルタント

養成講座を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ロ）フリーター等若年者が集中する大都

市部でヤングジョブスポットを運営す

る。 

ヤングジョブスポットでは、フリー

ター等の若年者が情報交換を行い、職

業意識に対する相互啓発活動を促進す

ることができる場を提供することと

し、職業ふれあい事業、フォーラム事

 

 

 

 

 

 

●若年者対策 

 若年者の就業に係る総合的な支援について、以下により実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）職業意識の形成支援等 

  ① 若年者向けキャリア・コンサルタント養成講座 

キャリア・コンサルタント養成講座については、教育訓練

機関や若年者に対する就労支援機関の進路指導・就職指導・

キャリア相談等を担当しようとする者又は企業の人事・労務

関係業務を担当している者を対象に、「若年者を取り巻く雇用

環境・若年者の意識と行動」などのカリキュラムを加えるこ

とにより内容を充実させた「キャリア・コンサルタント養成

講座」として全国で実施した。 

・ 実施コース数    ５０コース 

・ 受講者数   １，２１２人 

さらに、機構が行う上記キャリア・コンサルタント養成講

座や民間の養成講座を修了した者を対象に、若年者に対応で

きるキャリア・コンサルティングに焦点を絞り、演習を中心

とするカリキュラムに基づき、「若年者向けに特化したキャリ

ア・コンサルタント養成講座」を実施した。 

・ 実施コース数    １５コース  

・ 受講者数     ３４８人 

なお、キャリア・コンサルタント養成講座修了者に対する

フォローアップ研修（平成１９年度実施予定）の実施に向け

「キャリア・コンサルタントに対するフォローアップシステ

ムの構築に関する調査研究報告書」を作成しホームページに

公開した。 

② ヤングジョブスポット 

ヤングジョブスポットでは、若年者が情報交換を行い、職

業意識に対する相互啓発活動を促進することができる場を提

供するとともに、職業意識を高めた若年者が早期就職に結び

つくことができるように、職業安定機関等やジョブカフェに

おける職業相談や職業紹介、職業能力開発機関における職業

訓練へ誘導するなど、地域の関係行政機関、若年者を支援す

るＮＰＯ法人、その他の若年者支援機関等との協力・連携や
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業、キャリア形成に関する相談及び情

報提供事業を行う。 

事業の実施に当たっては、若年者の

参加が見込まれる場所に積極的に出向

いて行く方法やインターネットを活用

した情報発信等を行い、若年者に対し

て、積極的な働きかけを行う。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報交換を図り、フリーター等若年者が集中する大都市部 

１４カ所で以下のとおり実施した。 

なお、実施に当たっては、ヤングジョブスポット内で行う

ほか、若年者の参加が見込まれる場所に出向いて行うととも

に、携帯電話用サイトを活用した情報提供を行うなど、効果

的な実施に努めた。 

    イ 実施状況 

（ⅰ）職業ふれあい事業（多種多様な職場の見学や仕事体験、

職業に関するディスカッション等、自主的なグループ活

動の支援） 

     ・ 実施回数    ７７５回 

     ・ 参加者数  ９，８６９人 

（実施例） 

・ 「プロに聞くシリーズ」として、多種多様な職業、

職業人を講師に働くことのやりがいや苦労、心構え

など体験談や関連する業界の話題などを交えた意見

交換の実施 

・ Ａ電機社の工場において、最新デジタルカメラが

出来るまでの工程の見学や実際の商品企画体験の実

施 

・ 公園ボランティアの方々と一緒に、公園管理活動、

公園愛護会ボランティアの企画・参加 

・ 県内企業で活躍する若手社員と参加者が企業での

仕事内容ややりがいなどをディスカッション  

   （ⅱ）フォーラム事業（利用者同士が職業に関する情報交換

を行える場の提供) 

・ 実施回数   ３，３３４回 

・ 参加者数  ３９，４８９人 

（実施例） 

・ 「仕事は生活の一部として考えよう！今の生活を

見つめ直してこれからの人生を考える」をテーマに

ワークショップの開催 

・ 「就職を考える前に考えること」をテーマにトー

クセッション 

・ 「社会で役立つビジネスマナー」をテーマに挨拶、

敬語の使い方など基本的なことから電話の応対等マ

ナーの疑似体験 

・ 「こんなとき、あんなときのハローワーク活用法、

一緒にハローワークへ行ってみよう」をテーマに若

年者が躊躇することなく当該機関を有効に活用でき

るように、グループワーク及び実地体験の実施 

（ⅲ）適職選択、キャリア形成に関する相談等 

     ・ 相談件数  ２５，２１７件 

（ⅳ）情報提供事業（インターネット、ビデオ等を活用した

職業に関する情報の提供） 

     ・ 利用者数  １３６，２３９人 

ロ フォローアップ調査の実施 

     ヤングジョブスポットの利用者に対し、利用後概ね３ヶ

月経過した時点で調査（サンプル調査）を実施した結果、
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（ロ）「私のしごと館」において、若年者の

キャリア形成を総合的に支援するため、

展示・体験事業、ライブラリィ事業、相

談・援助事業等の各事業を効果的に実施

することとし、年度内の各事業のサービ

ス利用者の延べ数を４０万人以上とす

る。 
また、各事業のサービス利用者に対

してアンケート調査を実施し、毎年度

８０％以上の者から今後の進路につい

て具体的なイメージが湧いた、仕事と

いうものや将来の自分の職業について

考えるようになった等の回答が得られ

るようサービスの向上を図ること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
（ハ）「私のしごと館」において、若年者

のキャリア形成を総合的に支援するた

め、展示・体験事業の実施に当たり、

企業、業界団体等の積極的な協力を得

るなど民間活力を生かした運営によ

り、各事業を効果的に実施するととも

に、サービスの向上、戦略的な広報等

に積極的に取り組むことにより、各事

業のサービス利用者増を図り、年度内

の各事業のサービス利用者の延べ数を

４０万人以上確保する。 
 
 
 
 
（ニ）さらに、各事業のサービス利用者に

対してアンケート調査を実施し、毎年

度８０％以上の者から今後の進路につ

いて具体的なイメージが湧いた、仕事

というものや将来の自分の職業につい

て考えるようになった等の回答が得ら

れるようサービスの向上を図る。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（ホ）また、より一層効果的な業務運営と

するため、外部委員を含めた検討の場

を設け、「私のしごと館」が果たすべ

き役割、事業内容の在り方、効果的な

運営の在り方等について検討を行い、

それを同館の運営に反映させるととも

に、他の学校等教育機関や事業主団体

 

 

 

 

 

 

 

 

（ハ）「私のしごと館」において、展示・体

験事業等の各事業のサービス利用者の

増加を図る。特に展示・体験事業の実

施にあたり、関係機関・企業及び事業

主団体から技術的助言・講師派遣及び

材料提供等の協力を得て、利用者参加

型の事業展開を行う。 

また、利用者ニーズを踏まえた事業

展開、学校等教育機関等との連携強化、

戦略的な広報等に積極的に取り組むこ

とにより、各事業のサービス利用者増

を図り、各事業のサービス利用者の延

べ数を４０万人以上とする。 

 

 

（ニ）「私のしごと館」において、各事業の

サービス利用者に対してアンケート調

査を実施し、８０％以上の者から今後

の進路について具体的なイメージが沸

いた、仕事というものや将来の自分の

職業について考えるようになった等の

回答が得られるよう利用者ニーズを踏

まえた事業展開を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ホ）「私のしごと館」において、経済界や

関係行政機関代表者、学識経験者で構

成する支援協議会等を開催し、意見・

提案等を業務運営に反映させる。 

また、他の学校等教育機関や事業主

団体等との密接な連携を図り、総合的

なキャリア形成支援を実施する。 

８３．６％の者から「就職に対する行動に変化があった」

との回答を得た。 

その内訳は、「ハローワークへ通うようになった」、「職業

訓練を受講している」等、就職に対して具体的な取組みを

している者、すでに正社員、派遣あるいはアルバイトとし

て働いている者であった。 

（有効回答者数 １，５００人） 

＜説明資料８＞ 

③ 私のしごと館 

   イ 利用者数 

     展示・体験事業の実施においては、茶業団体の協力によ

り手揉み製茶の仕事を体験するワークショップを開催し、

個人客の誘致に努めたほか、未利用県の教育委員会や校長

会等を訪問し校外学習及び修学旅行の勧誘を行うことによ

り、来館者増に向けたＰＲ活動に取り組んだ結果、各事業

のサービス利用者数は、延べ５０７，９１１人となった。 

    （各事業のサービス利用者の延べ数 ５０７，９１１人の内

訳） 

    ・ 展示・体験事業利用者数   ２８６，４０５人 

    ・ ライブラリィ事業利用者数   ６２，１８１人 

    ・ 相談・援助事業利用者数   １２１，８４７人 

    ・ 研修・セミナー事業利用者数  ３３，７５３人 

    ・ 施設貸与利用者数        ３，７２５人 

   ロ アンケート調査 

     アンケート調査において、８３．２％の者から今後の進

路についての具体的なイメージ作り等に「大変参考になっ

た」「参考になった」旨の評価を得た。 

※「大変参考になった」 ３８．２％ 

「参考になった」   ４５．０％ 

（有効回答者数 ５，６８８人） 

   ハ フォローアップ調査の実施 

     私のしごと館の利用者（中・高生）に対し、利用後概ね

３ヶ月経過した時点で調査（サンプル調査）を実施した結

果、８９．１％の者から私のしごと館の活用により、自己

理解、職業理解が進んだ、将来の就職に向けて何らかの行

動を起こした等の具体的な変化があったとの回答を得た。 

（有効回答者数 ３，６４２人） 

     また、私のしごと館を利用した失業者に対しても、利用

後概ね３ヶ月経過した時点で調査（サンプル調査）を実施

した結果、８１．７％の者から就職に向けて何らかの行動

を起こした等の具体的な変化があったとの回答を得た。 

（有効回答者数 １９７人） 

   ニ 支援協議会 

私のしごと館支援協議会等を３回開催し、土・日の集客

や地域との連携強化及びアンケート調査に対する対応な

ど、業務運営に反映させた。 

ホ 教育機関等との連携 

キャリア形成支援を実施するため、他の学校等教育機関

や事業主団体等と連携し、次の取組みを実施した。 
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② 訓練の実施 

高校卒業後フリーター等不安定就労を

繰り返す者等に対して、働きながら学ぶ

ことにより一人前の職業人を養成する日

本版デュアルシステム等の事業主と協力

した実践的な職業訓練を積極的に実施す

ること。 
また、職業意識の啓発や社会人として

必要なマナーや常識等に関する講習を行

い、職業訓練へと繋げていくこと。 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等との密接な連携を図り、総合的なキ

ャリア形成支援を実施する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
② 訓練の実施 
（イ）高校卒業後フリーター等不安定就労

を繰り返す者等が、安定就労へ移行で

きるように、職業能力開発大学校等及

び委託訓練先の活用により一定期間の

企業実習とそれと一体となった職業訓

練等を実施する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 訓練の実施 

（イ）職業能力開発大学校等における座学

訓練又は専門学校等の民間教育訓練機

関を委託先とする座学訓練と、企業等

における実習とを組み合わせた職業訓

練を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 中学校、高校、大学等の要請に基づいたセミナーとし

て、「職業意識啓発、キャリア形成意識の醸成に係るセミ

ナー」を実施した。（平成１８年５月２日他３１回開催、

受講者数３，５２１名） 

・ 近隣３府県の教育委員会等の後援により、学校教職員・

若年者を支援する方（保護者、キャリアコンサルタント

等）を対象としたキャリア形成支援セミナー「若年者に

対するキャリア教育のあり方を考える」を実施した。（平

成１９年２月１日開催、受講者数１５７名） 

    ・ Ａ短期大学の要請に基づいたセミナーとして、「就職活

動支援に関する通年の単位講義のカリキュラム開発及び

実施」を実施した。（平成１８年１０月３日他計４回開催、

受講者数３６０名） 

＜説明資料９＞ 

 

（２）訓練の実施 

職業能力開発大学校等における訓練又は専門学校等の民間教

育訓練機関を委託先とする座学訓練と、企業等における実習と

を組み合わせた職業訓練について、以下のとおり実施した。 

① 専門学校等の民間教育訓練機関を委託先とする座学訓練

と、企業等における実習とを組み合わせた「委託訓練活用型

デュアルシステム」の実施 

イ 訓練期間    標準５ヶ月 

ロ 実施コース数  １，６４９コース 

ハ 実施コース名  ＯＡビジネス科、Ｗｅｂクリエーター

科、医療事務科 等 

ニ 入所者数    ２５，５３８人 

ホ 就職率     ７５．６％ 

※ 平成１９年４月末における訓練終了後３ヶ月時点の実績 

② 職業能力開発大学校等での訓練と、企業等における実習と

を組み合わせた「専門課程活用型デュアルシステム」の実施 

   イ 訓練期間   ２年 

   ロ 実施教科   ５科 

ハ 実施科名  住居環境科、生産技術科、メカトロニクス

技術科、港湾ロジスティクス科、電気技術

科 

   ニ 入校者数  ６２人 

   ホ 就職率   ９２．１％ 

   ※ 訓練終了後３ヵ月時点の実績 

③ 職業能力開発促進センターでの訓練と、企業等における実

習とを組み合わせた「普通課程活用型デュアルシステム」の

実施 

   イ 訓練期間   １年 

   ロ 実施教科  １０科 

   ハ 実施科名  ＪＡＶＡ応用技術科、ビル設備管理科、機

械加工技術科、エレクトリックエンジニア

科 等 

   ニ 入校者数  １８３人 

   ホ 就職率   ９２．９％ 
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（９）キャリア・コンサルティングについて 

職業能力開発大学校等においてキャリ
ア・コンサルタントの養成を進める。ま
た、キャリア・コンサルティングの能力
を身につけたアドバイザーを各都道府県
センター等に配置し、労働者等へのキャ
リア・コンサルティングの充実を図るこ
と。また、これらのアドバイザーについ
て、研修を行う等により質の向上を図る
こと。 

 

 
（ロ）そのほか、安定就労への移行に不可

欠な職業意識の啓発や社会人として必

要なマナー等に関する講習を若年求職

者を対象に実施し、より効果的な職業

訓練の実施に繋げる。 
 
 
 
（９）キャリア・コンサルティングについて

職業能力開発大学校等におけるキャリ
ア・コンサルタントの養成を進める。ま
た、キャリア・コンサルティング能力を
身につけたアドバイザーを各都道府県セ
ンター等に配置し、労働者等へのキャリ
ア・コンサルティングの充実を図る。ま
た、これらのアドバイザーについて、よ
り高度な研修を実施すること等により、
質の向上を図る。 

 

 

（ロ）前号の民間教育訓練機関を委託先と

する職業訓練については、職業意識の

啓発や社会人として必要なマナー等に

関する講習（キー・スキル講習）を一

体のものとして実施することにより、

訓練受講の目的を明確化して就職意欲

を喚起し、安定就労への移行を図る。

 

（９）キャリア・コンサルティングについて

① キャリア形成に係る相談援助 

各都道府県センター等にキャリア･コ

ンサルティングの能力を身につけたアド

バイザーを配置し、労働者に対してキャ

リア･コンサルティングや能力開発プロ

グラムの作成に係る援助を実施し、事業

主及び事業主団体等に対しては従業員の

キャリア形成支援に関する相談援助等を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ※ 訓練終了後３ヵ月時点の実績 

④ キー・スキル講習の実施 

職業意識の啓発や社会人として必要なマナー等に関する講

習（キー・スキル講習）を「委託訓練活用型デュアルシステ

ム」による訓練と一体のものとして実施した。 

 

 

 

 

●キャリア形成に係る相談援助 

各都道府県センター等に配置したアドバイザーにより、以下のと

おりキャリア形成に係る相談援助を実施した。 

（１）労働者に対する相談援助 

  ① 実施内容 

・ キャリア・コンサルティングの実施 

キャリアシートの作成支援、能力開発プログラムの作成

等能力開発に関する必要な援助等 

   ・ キャリア形成に関する情報提供 

  ② 相談援助件数  ９３２，８６０件 

 

（２）事業主及び事業主団体等に対する相談援助 

  ① 実施内容 

   ・ キャリア・コンサルティングに関する技術的相談援助 

   ・ キャリア形成促進助成金に関する相談援助 

   ・ キャリア形成に関する情報提供 

  ② 相談援助件数  ８３，２３６件 

 

（３）アンケート調査の実施 

キャリア・コンサルティングを受けた利用者に対しアンケー

ト調査を実施（複数回答）したところ、労働者等からは、 

・ 「資格・教育訓練に係る情報が得られた」（２９．０％） 

・ 「今後のキャリア形成の方向性やその実現を図るための方

法等を整理できた」（２６．９％） 

などの回答を得た。 

   また、事業主等からは、 

・ 「キャリア形成促進助成金を受けることを検討したいと思

う」（３８．３％） 

・ 「従業員に対するキャリア・コンサルティングに関する知

識の修得ができた」（２６．１％） 

などの回答を得た。 

また、要望としては「情報量の充実」、「待ち時間の短縮」な

どが求められた。 

なお、全体的には回答者のうち、９９．５％の利用者から「役

に立った」「どちらかといえば役に立った」旨の評価を得た。 

※「役に立った」        ８４．６％ 

「どちらかといえば役に立った」１４．９％ 

（有効回答者数  １，８４６人、 

有効回答事業所数  ４７５事業所） 
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② キャリア・コンサルタント養成講座 

企業の人事・労務関係業務を担当して

いる者又は教育訓練機関や若年者に対す

る就労支援機関等の進路指導・就職指

導・キャリア相談等を担当しようとする

者を対象に、職業能力開発大学校等にお

いてキャリア・コンサルタント養成講座

を実施する。 

 

 

（４）フォローアップ調査の実施 

   利用者がキャリア・コンサルティング終了後に行った就職・

能力開発等への具体的な取組み等を把握するため、相談後概ね

３ヶ月経過した時点で事業効果に係るフォローアップ調査（サ

ンプル調査）を実施し、キャリア・コンサルティングの利用に

より、「就職・転職・職業能力の開発及び推進の向上が図られた」

（８５.１％）という回答を得た。 

（有効回答者数 ４，０６９人） 

＜説明資料１０＞ 

 

●キャリア・コンサルタント養成講座 

企業の人事・労務関係業務を担当している者又は教育訓練機関や

若年者に対する就労支援機関等の進路指導・就職指導・キャリア相

談等を担当しようとする者を対象に、職業能力開発大学校等におい

て、キャリア・コンサルタント養成講座を全国で実施した。 

・ 実施コース数    ５０コース（再掲） 

・ 受講者数   １，２１２人（再掲） 
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 評価の視点  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・若年者対策として職業意識の形成の支援を積極的に行ったか。 
また、若年者のキャリア形成を支援したか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 自己評定 Ａ  

（理由及び特記事項） 

・ ヤングジョブスポットについては、地域の関係行政機関、若
年者を支援するＮＰＯ法人、その他の若年者支援機関等との協
力・連携や情報交換を図り、フリーター等若年者が集中する大
都市部１４カ所で職業ふれあい事業、フォーラム事業等を実施
した。また、事業の実施に当たっては、ヤングジョブスポット
内で行うほか、若年者の参加が見込まれる場所に出向いて行う
（出前型運営方法）とともに、携帯電話用サイトを活用し効果
的な実施に努め、利用者数はスポット内１３０，４７４人、出
前型３９，４１６人、合わせて１６９，８９０人となった。ま
た、ヤングジョブスポットの利用者に対し、事業効果に係るフ
ォローアップ調査を実施した。 

・ 若年者向けキャリア・コンサルタント養成講座については、
１，２１２人が受講し、キャリア・コンサルタントを平成１８
年度までの５年間で５，５００人養成するという目標に対し、
受講者累計は５，７８８人となった。さらに、若年者に対応で
きるキャリア・コンサルティングに焦点を絞り、演習を中心と
するカリキュラムに基づき、「若年者向けに特化したキャリ
ア・コンサルタント養成講座」を実施し、３４８人が受講した。

・ 私のしごと館については、体験事業の充実や来館者増に向け
たＰＲ活動に取り組んだ結果、各事業のサービス利用者数は、
延べ５０７，９１１人となり、年度計画の目標（４０万人以上）
を上回った。また、満足度等のアンケート調査において、 
８３．２％の利用者から高い評価を得るとともに、事業効果に
係るフォローアップ調査を実施した。 

・ 職業訓練と企業等の実習を組み合わせた「日本版デュアルシ
ステム」による訓練を２５，７８３人に実施し、委託訓練活用
型デュアルシステム修了者の就職率は７５．６％、専門課程活
用型デュアルシステム修了者の就職率は９２．１％、普通課程
活用型デュアルシステム修了者の就職率は９２．９％となっ
た。 

・ キャリア・コンサルティングについては、満足度調査におい
て、９９．５％の利用者から高い評価を得るとともに、事業効
果に係るフォローアップ調査を実施した。 

・ アンケート調査における利用者の声を踏まえ、業務の改善に
努めた。 

 
これらのことを踏まえ、自己評定を「Ａ」とした。 

 

○ 「同じ政策目標に向け、類似した業務を実施している各種機関が

存在するが、その中で、当機構の果たすべき使命を明確にした上で、

あらゆる場面において他の機関との連携をより一層深めることに

より、有機的な施策の実現を図る必要がある」との指摘に対し、ヤ

ングジョブスポットでは、若年者が情報交換を行い、職業意識に対

する相互啓発活動を促進することができる場を提供するとともに、

職業意識を高めた若年者が早期就職に結びつくことができるよう

に、職業安定機関等やジョブカフェにおける職業相談や職業紹介、

職業能力開発機関における職業訓練へ誘導するなど、地域の関係行

政機関、若年者を支援するＮＰＯ法人、その他の若年者支援機関等

との協力・連携や情報交換を図り、フリーター等若年者が集中する

 評 定  Ａ   

（理由及び特記事項） 

・若年者向けキャリア・コンサルタント養成講座の受講者が 1,212 人

となった。ヤングジョブスポット利用者にフォローアップ調査を行

った。「私のしごと館」利用者が 50 万人を上回った。日本版デュア

ルシステムによる訓練を 25,783 人に実施した。キャリア・コンサ

ルティング満足度調査で 99.5％の利用者から高い評価を得た。 

・大切なテーマであり、成果を上げたと評価する。 

・努力の跡が見られる。 

・若手間のこうした施策は難しいと思料。効率的/地道な取組をお願

いする。 

・目標を顕著に上回っているが、「ものづくり」、「真に高度なもの」

という機構の方針と調和させつつ、各サービスへまんべんなく人材

育成される期待をしたい。 
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・キャリア・コンサルタント養成講座の質の充実等により、キャリア・

コンサルタントの養成が進んだか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・「私のしごと館」の各事業サービス利用者ののべ数は４０万人以上

であったか。また、学校等教育機関や事業主団体等と連携をとって

総合的キャリア形成支援を行ったか。 

 

 

 

 

 

 

大都市部１４カ所で職業ふれあい事業、フォーラム事業等を実施し

た。 

 なお、事業の実施に当たっては、ヤングジョブスポット内で行う

ほか、若年者の参加が見込まれる場所に出向いて行う（出前型運営

方法）とともに、携帯電話用サイトを活用した情報提供を行うなど、

効果的な実施に努めたことから、利用者数はスポット内 

１３０，４７４人、出前型３９，４１６人、合わせて 

１６９，８９０人となった。 

 

○ ヤングジョブスポット利用者に対し、利用後概ね３ヶ月経過した

時点で事業効果に係るフォローアップ調査（サンプル調査）を実施

した結果、８３．６％の者から「就職に対する行動に変化があった」

との回答を得た。その内容について、設問形式で聴いたところ（複

数回答） 

・「ハローワークに通うようになった」（２４．９％） 

・「具体的に会社面接を受けた」（１９．２％） 

・「学校・訓練校に通うようになった」（８．３％） 

・「正社員、派遣社員、アルバイト等として働いている」 

（３９．９％） 

などの回答を得た。（有効回答者数 １，５００人） 

 

○ キャリア・コンサルタント養成講座については、教育訓練機関や

若年者に対する就労支援機関の進路指導・就職指導・キャリア相談

等を担当しようとする者又は企業の人事・労務関係業務を担当して

いる者を対象に、「若年者を取り巻く雇用環境・若年者の意識と行

動」などのカリキュラムを加えることにより内容を充実させた「若

年者向けキャリア・コンサルタント養成講座」として５０コース実

施し、１，２１２人が受講した。これにより、キャリア・コンサル

タントを平成１８年度までの５年間で５，５００人養成するという

目標に対し、受講者累計は５，７８８人となった。さらに、機構が

行うキャリア・コンサルタント養成講座や、民間の養成講座を修了

した者を対象に、若年者に対応できるキャリア・コンサルティング

に焦点を絞り、演習を中心とするカリキュラムに基づき、「若年者

向けに特化したキャリア・コンサルタント養成講座」を１５コース

実施し、３４８人が受講した。 

  なお、キャリア・コンサルタント養成講座修了者に対するフォロ

ーアップ研修（平成１９年度実施予定）の実施に向け「キャリア・

コンサルタントに対するフォローアップシステムの構築に関する

調査研究報告書」を作成しホームページに公開した。 

 

○ 私のしごと館の展示・体験事業の実施においては、茶業団体の協

力により手揉み製茶の仕事を体験するワークショップを開催し、個

人客の誘致に努めたほか、未利用県の教育委員会や校長会等を訪問

し校外学習及び修学旅行の勧誘を行うことにより、来館者増に向け

たＰＲ活動に取り組んだ結果、各事業のサービス利用者数は、延べ

５０７，９１１人となり、年度計画の目標（４０万人以上）を 

１０７，９１１人上回った。 

 また、キャリア形成支援を実施するため、他の学校等教育機関や

事業主団体等と連携し、中学校、高校、大学等の要請に基づいたセ
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・「私のしごと館」の利用者の８０％以上の者から今後の進路につい

て具体的なイメージが湧いた等の旨の回答を得たか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・安定就労へ移行できるように、職業能力開発大学校等及び委託訓練

先の活用により一定期間の企業実習とそれと一体となった職業訓

練等を実施したか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・安定就労への移行に不可欠な職業意識の啓発や社会人として必要な

マナー等に関する講習を若年求職者を対象に実施したか。 

 

ミナーの実施、近隣３府県の教育委員会等の後援により、学校教職

員・若年者を支援する方を対象としたキャリア形成支援セミナー等

を実施した。 

 

○ 私のしごと館の各事業のサービス利用者に対するアンケート調

査において、８３．２％の者から、今後の進路についての具体的な

イメージ作り等に「大変参考になった」「参考になった」旨の評価

を得た。（有効回答者数 ５，６８８人） 

 なお、「大変参考になった」又は「参考になった」と回答した者

に対して、具体的な感想について設問形式で聴いたところ（複数回

答）、 

・「仕事というものや将来の自分の職業に関して考えるようになっ

た」（４７．８％） 

・「自分の適性、適職を理解することができた」（４５．８％） 

・「さまざまな職業の理解が深まった」（４４．６％） 

・「さまざまな職業に関心を持つようになった」（４４．０％） 

などであった。また、一方で、「体験できるものをもう少し増やし

てほしい」、「体験定員が少ない」などといった意見もあった。 

「否定的な回答について分析を行い、満足度を適切に業務に反映

できる仕組みを検討する必要がある」との指摘に対し、「参考にな

らなかった」等の回答の理由を分析し、アンケート結果を踏まえ、

体験メニューの充実やワークショップ開催日の増加などの改善を

行った。 

 

○ 私のしごと館を利用した中学生、高校生に対し、利用後概ね３ヶ

月経過した時点で事業効果に係るフォローアップ調査（サンプル調

査）を実施した結果、８９．１％の者から私のしごと館の活用によ

り、自己理解、職業理解が進んだ、将来の就職に向けて何らかの行

動を起こした等の具体的な変化があったとの回答を得た。 

（有効回答者数 ３，６４２人） 

  また、私のしごと館を利用した失業者に対しても、利用後概ね３

ヶ月経過した時点で調査（サンプル調査）を実施した結果、 

８１．７％の者から就職に向けて何らかの行動を起こした等の具体

的な変化があったとの回答を得た。（有効回答者数 １９７人） 

 

○ 若年者を取り巻く厳しい雇用情勢の中で、企業の即戦力志向に対

応し、実践的な能力を習得した若年者を養成するため、職業能力開

発大学校等における訓練又は専門学校等民間教育訓練機関を委託

先とする座学訓練と、企業における実習訓練を組み合わせた「日本

版デュアルシステム」を２５，７８３人に実施した。 

 なお、委託訓練活用型デュアルシステムについては、入所者数 

２５，５３８人、就職率７５．６％、専門課程活用型デュアルシス

テムについては、入校者数６２人、就職率９２．１％、普通課程活

用型デュアルシステムについては、入校者数１８３人、就職率 

９２．９％となった。 

 

○ 職業意識の啓発や社会人としての必要なマナー等に関する講習

（キー・スキル講習）を「委託訓練活用型デュアルシステム」によ

る訓練と一体のものとして実施した。 
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・各都道府県センター等にキャリア･コンサルティングの能力を身に

つけたアドバイザーを配置し、労働者等へのキャリア・コンサルテ

ィングの充実を図ったか。そのために、就労支援機関等のキャリア

相談等担当者にキャリア・コンサルタント養成講座を実施したか。

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ キャリア・コンサルティングについては、各都道府県センター等

に配置したアドバイザーにより、労働者等に対する相談援助を 

９３２，８６０件、事業主及び事業主団体等に対する相談援助を 

８３，２３６件実施した。 

 また、キャリア・コンサルティングを受けた利用者に対するアン

ケート調査において９９．５％の利用者から「役に立った」「どち

らかといえば役に立った」旨の評価を得た。 

 （労働者等：有効回答者数 １，８４６人） 

 （事業主等：有効回答事業所数 ４７５事業所） 

 なお、「役に立った」等の回答を得た主な理由を設問形式で聴い

たところ（複数回答）、労働者等からは、 

・「資格・教育訓練に係る情報が得られた」（２９．０％） 

・「今後のキャリア形成の方向性やその実現を図るための方法等を

整理できた」（２６．９％） 

などの回答が得られ、また、事業主等からは、 

・「キャリア形成促進助成金を受けることを検討したいと思う」 

（３８．３％） 

・「従業員に対するキャリア・コンサルティングに関する知識の修

得ができた」（２６．１％） 

などの回答を得た。 

 また、要望としては、「情報量の充実」、「待ち時間の短縮」な

どが求められた。 

「否定的な回答について分析を行い、満足度を適切に業務に反映

できる仕組みを検討する必要がある」との指摘に対し、各施設にお

ける課題解決のための検討等を行うケース会議において、アンケー

ト結果を踏まえ、改善に努めた。 

 

○ キャリア・コンサルティングを利用した労働者等に対し、キャリ

ア・コンサルティング終了後に、就職・能力開発等へ具体的な取組

み等を把握するため、利用後概ね３ヶ月経過した時点で事業効果に

係るフォローアップ調査（サンプル調査）を実施した結果、 

８５．１％の者からキャリア・コンサルティングの利用により、「就

職・転職・職業能力の開発及び推進の向上が図られた」との回答を

得た。 

 なお、相談を受けた結果、役に立ったと感じられる点について、

設問形式で聴いたところ（複数回答）、 

 ・「職業選択の参考になった」（５８．５％） 

・「自己啓発の意欲がわいた」（４６．９％） 

・「将来の進路や目標が見えてきた」（４１．２％） 

 などの結果を得た。（有効回答者数４，０６９人） 

 

○ 企業の人事・労務関係業務を担当している者又は教育訓練機関や

若年者に対する就労支援機関等の進路指導・就職指導・キャリア相

談等を担当しようとする者を対象に、職業能力開発大学校等におい

て、キャリア・コンサルタント養成講座を全国で５０コース実施し、

１，２１２人が受講した。（再掲） 
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中期目標 中期計画 平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

第３ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する事項 
 
 
３ 職業能力開発業務について 
 
（１０）調査・研究について 

人材ニーズの把握、キャリア形成の

過程の把握、職業訓練技法の開発等効

果的・効率的な職業訓練の実施に資す

る調査・研究を実施すること。 

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 
 
３ 職業能力開発業務について 
 
（１０）調査・研究について 

人材ニーズの把握、キャリア形成の

過程の把握、職業訓練技法の開発等効

果的・効率的な職業訓練の実施に資す

る調査・研究を実施し、研究成果を各

施設において実施する職業訓練やキャ

リア・コンサルティング等に活用する

ほか、民間教育訓練機関や地方公共団

体にもその成果を広める。 
 

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 

３ 職業能力開発業務について 

 

（１０）調査・研究について 

① 職業訓練の実施等に資する事業主の

人材育成能力の強化等に関する調査・研

究を実施し、研究成果を各施設において

実施する職業訓練に活用するほか、民間

教育訓練機関や地方公共団体にもその

成果物に係る情報を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●調査・研究  

効果的・効率的な職業訓練を実施するため、調査・研究を以下の

とおり実施した。 

（１）職業訓練の実施に資する調査・研究 

職業訓練の実施に資する調査・研究については、政策上の見

地から必要とされるものや職業能力開発に係る業務上必要なも

のについて、厚生労働省からの委託又は厚生労働省と機構の協

議により決定した１０テーマについて学識経験者及び産業界等

の外部有識者を含めた委員会を設けて実施し、その成果につい

ては職業能力開発総合大学校のホームページで公開した。また、

成果物としての研究報告書等を作成し、民間教育訓練機関、地

方公共団体等へ配布した。 

  ① 調査・研究テーマ 

・ 具体的・実践的職業能力開発ニーズの総括的な調査分析 

・ 分野別実践的カリキュラムの設定に係る基礎研究 

・ 総合的ものづくり人材の教育訓練コースに係る教材開発

（平成１９年度継続テーマ） 

・ 日本版デュアルシステム評価マニュアルの作成 

・ 訓練効果の評価に係る調査研究 

・ 総合的かつ体系的な職務分析の推進（生涯職業能力開発

体系） 

・ 受講者の能力と個々の訓練ニーズ等に適合することを容

易にする訓練システムの研究 

・ 事業主の人材育成能力の強化－企業の教育訓練を担当す

る者を育成するための訓練プログラムの開発・実施－（平

成１９年度継続テーマ） 

・ 発達障害者に対する効果的な職業訓練の在り方に関する

調査研究 

・ 障害者職業能力開発プロモート事業に伴う障害者職業能

力開発指導者研修プログラムの開発 

＜説明資料１１＞ 

② 職業訓練用教材の作成 

    都道府県等で実施する普通職業訓練で使用している認定教

科書について、技術革新や法令改正等への対応を図るために、

改訂した。 

（改訂した職業訓練用教科書） 

    テクニカルイラストレーション、タイル、左官、金型工作

法、測量実技教科書 

③ 訓練コースの開発 

イ 離職者訓練 

・ 開発科数    １科 

・ 科名      組込みマイコン技術科 
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② ホワイトカラーの産業・業種に特有の

課題解決に向けた教育訓練コースを開

発、検証し、各施設、民間教育訓練機関

や地方公共団体に成果物に係る情報を

提供する。 

ロ 在職者訓練 

・ 開発コース数  １４コース 

・ 主なコース名  Ｌｉｎｕｘによる組込みシステム開

発、組込みＬｉｎｕｘデバイスドラ

イバ開発技術 等 

   ハ 情報提供 

新たに開発した離職者訓練及び在職者訓練用の訓練コー

スのカリキュラムモデルについて、職業能力開発総合大学

校のホームページに公開した。 

 

（２）ホワイトカラーの能力開発に関する調査・研究 

特定の産業・業種等のホワイトカラーに関する能力開発課題

の解決に向けた教育訓練コースの開発を目的として、事業の実

施を通じて収集した情報や学識経験者等外部有識者に対するヒ

アリングにより把握した業界団体等の動向等に係る情報を基

に、テーマの選定方針や選定基準に基づき５テーマを選定し、

テーマごとに設置した学識経験者及び産業界等の外部有識者に

よって構成される研究会において、５テーマに沿った３０コー

スの教育訓練コースを開発した。 

   なお、民間教育訓練機関、都道府県職業能力開発主管課、都

道府県立職業能力開発校、事業主団体等に対する情報提供とし

て調査・研究報告書の概要を作成し１，０６６ヵ所に配布した

ほか、開発した教育訓練コースのカリキュラム等について、生

涯職業能力開発促進センターのホームページに公開した。 

また、平成１６・１７年度に開発した教育訓練コースの試行・

検証を行った。 

① 調査・研究テーマ及び開発した教育訓練コース 

イ 中小企業のマーケティング力向上のための能力開発研究 

（開発した教育訓練コース例） 

・ 中小企業のための事例に学ぶマーケティング戦略のあ

り方 

    ・ 中小企業のためのＣＳマーケティング実践方法 

ロ 賃貸住宅管理業に関する研究 

    （開発した教育訓練コース例） 

    ・ 賃貸住宅管理業の対応事例に学ぶリスクマネジメント 

    ・ 管理業務の改善とサービス品質の向上 

ハ ビルメンテナンス業に関する研究 

    （開発した教育訓練コース例） 

    ・ ビルメンテナンス業のマネジメント強化 

    ・ 現場管理者の業務効率化と問題解決 

ニ 福祉・生活支援用具産業に関する研究 

    （開発した教育訓練コース例） 

    ・ 市場ニーズに適応した製品開発力向上 

    ・ エンドユーザー重視の営業力強化 

ホ ホワイトカラー層に対する離職者訓練コース開発研究 

    （開発した教育訓練コース例） 

    ・ アドバンスト営業職コース 

    ・ 販売職プロフェッショナル養成コース 
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② 試行・検証コース 

・ コース数 ４２コース 

・ コース名 情報サービス業における品質マネジメント 

（平成１６年度開発コース） 

警備業に求められるコンプライアンス実践 

（平成１７年度開発コース） 等 

＜説明資料１２＞ 

 

 評価の視点  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・効果的・効率的な職業訓練の実施に資する調査・研究を実施し、民

間教育訓練機関や地方公共団体に成果に係る情報を提供したか。 
 
 
 
 
 
 
 

 自己評定 Ｂ  

（理由及び特記事項） 
・ 職業訓練の実施に資する調査・研究については１０テーマに

ついて学識経験者及び産業界等の外部有識者を含めた委員会

を設けて実施し、その成果について、研究報告書を作成し、民

間教育訓練機関、地方公共団体等へ配布するとともにホームペ

ージで公開した。また、平成１７年度に作成、配布した研究報

告書について、活用状況調査を実施した。 

・ ホワイトカラーの能力開発に関する調査・研究については、

特定の産業・業種等のホワイトカラーに関する能力開発課題の

解決に向けた教育訓練コースの開発を目的として、５テーマ選

定し、テーマごとに設置した学識経験者及び産業界等の外部有

識者によって構成される研究会において、テーマに沿った教育

訓練コースを開発した。また、調査・研究報告書の概要を作成

し、情報提供として民間教育訓練機関、都道府県職業能力開発

主管課、都道府県立職業能力開発校、事業主団体等へ配布する

とともにホームページで公開した。また、平成１６・１７年度

に開発した教育訓練コースの試行・検証を行うとともに、調

査・研究報告書及び開発コースの活用状況調査を実施した。 

 

これらのことを踏まえ、自己評定を「Ｂ」とした。 

 

○ 職業訓練の実施に資する調査・研究については、政策上の見地か

ら必要とされるものや職業能力開発に係る業務上必要なものにつ

いて、厚生労働省からの委託又は厚生労働省と機構の協議により決

定した「具体的・実践的職業能力開発ニーズの総括的な調査分析」、

「分野別実践的カリキュラムの設定に係る基礎研究」等 
１０テーマについて学識経験者及び産業界等の外部有識者を含め

た委員会を設けて実施し、その成果については、職業能力開発総合

大学校のホームページで公開した（ダウンロード件数 
 １５，８４９件）。また、成果物としての研究報告書等を作成し、

民間教育訓練機関、地方公共団体等へ配布した。 
なお、平成１７年度に作成、配布した研究報告書について、 

１８年度に活用状況を調査したところ、「職業能力開発ニーズの把

握とカリキュラムモデルの構築」については、 
・「施設におけるニーズ調査に活用した」 
・「カリキュラム作成に活用した」 
などであった。 
「日本版デュアル訓練終了後の評価項目例の開発」については、

・「日本版デュアルシステムの職業能力評価項目作成に活用した」

 評 定  Ｂ   

（理由及び特記事項） 

・行った研究をホームページで公開し、1万 6千件のダウンロード件

数を上げた。 

・概ね目標は達していると判断する。 

・概ね予定通りの目標達成がなされている。 

・計画の範囲内と判断する。 

・自己評価の通りである。 
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・「職業能力評価に関する情報として活用した」 
などであった。 
 

○ ホワイトカラーの能力開発に関する調査・研究については、「民

間とより高度な連携を図っていくとともに一層の成果の活用を期

待したい」との指摘に対し、特定の産業・業種等のホワイトカラー

に関する能力開発課題の解決に向けた教育訓練コースの開発を目

的として、事業の実施を通じて収集した情報や学識経験者等外部有

識者に対するヒアリングにより把握した業界団体等の動向等に係

る情報を基に、テーマの選定方針や選定基準に基づき、「中小企業

のマーケティング力向上のための能力開発研究」、「賃貸住宅管理業

に関する研究」等５テーマを選定し、テーマごとに設置した学識経

験者及び産業界等の外部有識者によって構成される研究会におい

て、５テーマに沿った３０コースの教育訓練コースを開発した。 
  また、民間教育訓練機関、都道府県職業能力開発主管課、都道府

県立職業能力開発校、事業主団体等に対する情報提供として調査・

研究報告書の概要を作成し、１，０６６カ所に配布したほか、調査

研究内容について「職業能力開発ジャーナル」、「技能と技術」等に

１１件掲載した。また、開発した教育訓練コースのカリキュラム等

について、生涯職業能力開発促進センターのホームページに公開

（ホームページアクセス件数 ３０，３６０件）するとともに、平

成１６・１７年度に開発した教育訓練コースの試行・検証を行った。

  なお、活用状況調査を実施したところ、開発した教育訓練コース

については、企業等において延べ４７回実施し、また、調査研究報

告書等については、企業の社員研修の企画実施のための活用件数が

６８件、大学教員による企業等の研究資料としての活用件数が２７

件などであった。 
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中期目標 中期計画 平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

第３ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する事項 
 
 
３ 職業能力開発業務について 
 
（１１）労働者の職業能力の開発及び向上を

促進するための助成金及び技能者育成

資金について 
 
 
 
 
 
① ホームページ及びパンフレットにおい

て、制度内容、利用条件、相談・受付窓

口等を公開し、申請者の利便を図ること。 
 
 
 
 
 
 

 
 
② 説明会や相談業務を通じて、制度の趣

旨等を申請者に対し十分に周知すること

により、申請者の利便を図ること。助成

金については、申請内容の適正化や不正

受給の防止を図るとともに、説明会終了

時にアンケート調査を実施し、内容を理

解した旨の評価を８０％以上得られるよ

うにすること。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 
 
３ 職業能力開発業務について 
 
（１１）労働者の職業能力の開発及び向上を

促進するための助成金及び技能者育成

資金について 
 
 
 
 
 
① 制度内容、利用条件、相談・受付窓口

等を利用者の視点に立った分かりやすい

表現で、ホームページ及びパンフレット

に掲載し、周知するとともに、インター

ネットを通じた質問を受け付け、よくあ

る質問に対する回答をホームページに公

開するなど積極的に利用者の利便の向上

と情報提供に努める。さらに、支給金額、

利用条件等の制度内容に変更があった場

合は当該変更が確定した日から、７日以

内にホームページ等で公開する。 
② パンフレットや申込みに係る手引等を

作成し、都道府県センターや公共職業安

定所等関係機関において配布するととも

に、説明会や相談業務を通じて制度の趣

旨、内容、申請手続等を利用者に対して

十分に説明することなどにより、利用者

の利便を図るとともに、助成金について

は、申請内容の適正化や不正受給の防止

等を図る。 
 
 
③ 助成金については、説明会を積極的に

開催するとともに説明会終了時にアンケ

ート調査を実施し、８０％以上の者から、

助成金等の制度の理解に役立った旨の評

価が得られるようサービスの質の向上を

図る。 
 
 
 
 
 
 

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 

３ 職業能力開発業務について 

 

（１１）労働者の職業能力の開発及び向上を

促進するための助成金及び技能者育成

資金について 

     労働者の職業能力の開発、向上を図

る助成金の支給業務については、申請

者の利便や申請内容の適正化、不正受

給防止を図るため、以下の措置を講ず

る。 

① キャリア形成促進助成金 

（イ）制度内容、利用条件、相談・受付窓

口等を利用者の視点に立った分かりや

すい表現で、ホームページやパンフレ

ット等により周知するとともに、質問

をインターネットを通じて受け付け、

よくある質問については、回答をホー

ムページで公開する。 

 

 

 

（ロ）支給金額、利用条件等制度内容に変

更があった場合は、当該変更が確定し

た日から７日以内にホームページで公

開する。 

（ハ）パンフレットや申請書の記載例、申

請に係る手引き等を公共職業安定所等

において配布するとともに、説明や相

談業務を通じて制度の趣旨、内容、申

請手続及び不正受給の防止に関し利用

者に対して十分説明する。 

 

（ニ）パンフレット等を活用して制度の趣

旨、目的、申請手続及び不正受給の防

止に係る説明会を積極的に開催すると

ともに、説明会参加者に対してアンケ

ート調査を実施し、８０％以上の者か

ら助成金制度の理解に役立ったとの評

価を得る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●キャリア形成促進助成金及び技能者育成資金 

労働者の職業能力の開発、向上を図る助成金の支給業務について、

申請者の利便や申請内容の適正化、不正受給防止を図るため、以下

の措置を講じた。 

 

 

 

 

（１）キャリア形成促進助成金 

① 制度の周知・説明 

    制度の趣旨、内容、申請手続について、次により利用者に

対して周知・説明した。 

   イ ホームページでの周知 

・ 助成金制度をより分かりやすく利用しやすいものとす

るため、ホームページにおいて、制度内容の紹介に加えて

活用事例を公開した。 

    ・ 来所や訪問等による相談のほか、インターネットを通

じて質問を受け付け、よくある質問については、回答を

Ｑ＆Ａとして、ホームページで公開した。 

   ロ 制度内容変更の公開 

平成１８年４月３日付けの改正について平成１８年４月

７日に、同年９月２９日付けの改正について同年１０月６

日にホームページで公開した。 

ハ パンフレット等の配布による周知 

     パンフレットや申請書の記入例を盛り込んだ申請の手引

き等を公共職業安定所等において配布、周知した。 

 

 

 

 

   ニ 説明会及び個別相談の実施 

    ・ 説明会開催回数    １，９１０回 

    ・ 説明会参加者数   ５４，９８１人 

    ・ 個別相談の件数   ４３，１５２件 

ホ アンケート調査の実施 

     アンケート調査において、９２．１％の者から説明内容

が「理解できた」「どちらかといえば理解できた」旨の評価

を得た。 

    ※「理解できた」        ３８．６％ 

     「どちらかといえば理解できた」５３．５％ 

（参加者数   ５４，９８１人、 

有効回答者数 １８，０５０人） 
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③ 助成金については申請に係る諸手続の

合理化を進めることにより、申請者の手

続面での負担の軽減を図ること。 
 
 

 
 
 
 
 
 
④ 職員研修等による担当者の審査能力の

向上を図ること。助成金については、併

せて、実地調査の実施等により、不正受

給の防止に努めること。 

 
④ 助成金については、申請者の声や適正

支給に配慮しつつ、申請書の記載項目の

簡略化、添付書類の簡素化等による事務

手続の合理化を進めることにより、申請

者の手続面での負担の軽減を図る。 
 
 
 
 
 
 
⑤ 職員研修を強化し、審査能力の向上を

図る。助成金については、併せて、可能

な限り直接事業所を訪問するなどし、支

給要件と実際に合致しているか等の確認

を行う。また特に疑義のあるものについ

ては、すべて直接事業所を訪問し、不正

受給の防止に努める。 
 

 

（ホ）申請者の声や適正支給に配慮しつつ、

申請書の記載項目の簡略化や添付書類

の簡素化などによる事務手続の合理化

を進めることにより、申請者の手続面

での負担の軽減を図る。 

 

 

 

 

 

 

（ヘ）職員用審査マニュアルの活用や施設

ごとの研修等を実施し、担当者の審査

能力の向上を図るとともに、本部に監

察役及び各都道府県センターに給付調

査役を配置し、不正受給防止マニュア

ルの遵守を徹底するなどにより、不正

受給の防止を強化する。 

（ト）可能な限り直接事業所訪問するなど

して支給要件と合致しているかの確認

を行い、疑義のあるものについては、

すべて直接事業所を訪問し確認する。

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 技能者育成資金 

（イ）制度内容、利用条件、相談・受付窓

口等を利用者の視点に立った分かりや

すい表現でホームページやパンフレッ

ト等により周知するとともに、質問を

 

② 手続の簡素化等 

   イ 様式等の簡略化 

様式や添付書類の記載項目の簡略化等（添付様式の統合、

廃止、記載項目の整理）について、平成１８年６月３０日

及び平成１８年１０月２日に助成金要領の運用通達を改

正・施行した。 

   ロ 支給申請時期の弾力的運用 

キャリア形成促進助成金について、申請者へのサービスの

向上を図るとともに、事務処理の集中を避けるため、年２

回の支給申請月から、半期計画が終了した事業主は随時支

給申請ができるよう改正した。 

③ 審査能力の向上 

助成金担当者の審査能力の向上を図るため審査マニュアル

等を活用し、職員研修等を実施した。 

   （実施状況） 

・ 実施回数  ２９６回 

    ・ 実施内容  助成金の相談・審査業務、審査期間短縮、

不正受給防止等について 

  ④ 不正受給の防止 

   イ 事業所訪問の実施 

支給要件に合致しているかの確認のため可能な限り直接

事業所訪問を行い、疑義のあるものについては、すべて直接

事業所を訪問し確認した。 

事業所訪問数     ８９９件 

（内 疑義事業所訪問数 ３８件） 

ロ 都道府県労働局と連携の強化 

      雇用保険３事業助成金に関して、平成１８年１２月から

都道府県労働局と雇用保険関係データの照会（ＯＣＲ照会）

を行い、不正受給防止の強化を図った。 

  ハ 不正受給防止体制の強化 

本部に監察役及び各都道府県センターに給付調査役を配

置し、不正受給防止マニュアルの遵守を徹底するための点

検を行うとともに、本部監察役等による都道府県センター

に対する不正受給防止のための巡回指導や給付調査役に対

する研修（平成１８年４月）を実施すること等により、不

正受給防止の強化を図った。 

⑤ フォローアップ調査の実施 

    キャリア形成促進助成金を利用した事業主を通じ、その従

業員に対し、調査を実施したところ、９９．４％の者から訓

練等によりキャリアアップにつながったとの回答を得た。 

（有効回答者数 ９７２人） 

 

 

（２）技能者育成資金 

① 制度の周知、説明 

    制度の趣旨、内容、申請手続きについて、次により利用者

に対して十分に周知、説明した。 

   イ ホームページでの周知 
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インターネットを通じて受け付け、よ

くある質問については、回答をホーム

ページで公開する。 

 

 

 

 

 

（ロ）支給金額、利用条件等制度内容に変

更があった場合は、当該変更が確定し

た日から７日以内にホームページで公

開する。 

（ハ）パンフレットや申請書の記載例、申

請に係る手引き等の案内用冊子によ

り、制度の趣旨、内容、申請手続を利

用者に対して十分説明する。 

（ニ）業務遂行に資するために制度に関す

るＱ＆Ａを含めた貸付実施要綱のマニ

ュアルを活用するとともに、職員の審

査能力の向上を図るため研修を行う。

 

    ・ ホームページについて、技能者育成資金の利用を希望

する方、既に利用している方、返還中の方等利用者の状

況に応じて、閲覧するページを分けているほか、事例や

図等を用いた分かりやすい制度内容の掲載を行ってい

る。 

    ・ 受付窓口での相談のほか、インターネットを通じて質

問を受け付け、よくある質問については、回答をＱ＆Ａ

としてホームページで公開した。 

   ロ 制度内容変更の公開 

平成１８年４月１日付けで連帯保証人を１人以上とする

こと等制度内容について改正を行い、４月３日にホームペ

ージで公開した。 

   ハ パンフレットの配布による周知 

     申請書の記入例、申請の手引き等を含めたパンフレット

「技能者育成資金のご案内」を全国の職業能力開発施設等へ

配布、周知した。 

  ② 審査能力の向上  

   イ 職員用マニュアルの整備 

     Ｑ＆Ａを含めた貸付実施要綱のマニュアルとしての「技

能者育成資金担当者マニュアル（以下「マニュアル」とい

う。）」について、機構と都道府県では手続きの流れ等に一部

違いがあることから、より分かりやすくし担当者が審査業務

等をスムーズに行えるよう、機構担当者用、都道府県担当者

用にそれぞれマニュアルを作成し、平成１９年３月に、全国

の職業能力開発施設等へ配布した。 

   ロ 職員研修の実施 

     マニュアル等を活用し審査に係る収入・成績基準につい

て、本部育成資金担当者の職員研修を３回実施した。 
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 評価の視点  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・制度内容等の変更後７日以内にホームページで公表し、利用者に対

する十分な制度の周知・説明に努めたか。また、説明会を開催して

８０％以上の者から制度の理解に役立った旨の評価を得たか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 自己評定 Ｂ   

（理由及び特記事項） 
・ キャリア形成促進助成金については、ホームページにおいて

制度内容や活用事例を紹介し、よくある質問については、回答

をＱ＆Ａとして公開した。また、パンフレットや申請の手引き

等を公共職業安定所等において配布するとともに、説明会を

１，９１０回、個別相談を４３，１５２件実施し、周知・説明

に努めた。 

・ キャリア形成促進助成金説明会参加者に対するアンケート調

査の結果、９２．１％の者から説明内容が理解できた旨の評価

を得た。また、アンケート調査における利用者の意見等を踏ま

え、業務の改善に努めた。 

・ キャリア形成促進助成金を利用した事業主を通じ、その従業

員に対し、事業効果に係るフォローアップ調査を実施した結果、

９９．４％の者から、訓練等によりキャリアアップにつながっ

たとの回答を得た。 

・ キャリア形成促進助成金及び技能者育成資金に係る制度内容

の変更については、７日以内にホームページにおいて公開した。

・ キャリア形成促進助成金については、申請者の手続面での負

担の軽減を図るため、申請書の様式や記載項目を簡略化したほ

か、申請者へのサービスの向上を図るとともに、事務処理の集

中を避けるため、年２回の支給申請月から、半期計画が終了し

た事業主は随時支給申請ができるよう改正した。 

・ キャリア形成促進助成金については、審査能力の向上を図る

ための職員研修等の実施、疑義事業所３８件を含む８９９件の

事業所訪問の実施、都道府県労働局と連携し、雇用保険関係デ

ータの照会（ＯＣＲ照会）を行うとともに、本部に監察役及び

各都道府県センターに給付調査役を配置し、不正受給防止マニ

ュアルの遵守の徹底を図るなど、不正受給防止の強化を図っ

た。 

 

これらのことを踏まえ、自己評定を「Ｂ」とした。 

 
○ キャリア形成促進助成金については、助成金制度をより分かりや

すく利用しやすいものとするため、ホームページにおいて、制度内

容の紹介、活用事例を公開した。また、平成１８年４月３日付けの

改正について同年４月７日に、同年９月２９日付けの改正について

同年１０月６日に、ホームページで公開した。また、来所や訪問等

による相談のほか、インターネットを通じて質問を受け付け、よく

ある質問については、回答をＱ＆Ａとしてホームページで公開し

た。 
 
○ キャリア形成促進助成金については、パンフレットや申請書の記

入例を盛り込んだ申請の手引き等を公共職業安定所等において配

布、周知するとともに、説明会を１，９１０回、個別相談を 
４３，１５２件実施する等により、利用者に対する十分な制度の周

知・説明に努めた。 
 

 評 定  Ｂ   

（理由及び特記事項） 

・キャリア形成促進助成金につき、雇用保険関係データの照会を行う

等、不正受給防止の強化を図った。ホームページにおいて、キャリ

ア形成促進助成金制度の内容紹介、活用事例を公開した。 

・高い水準での満足度の維持は評価されるべきである。 

・概ね目標は達していると判断する。 

・計画の範囲内と判断する。 
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・手続等について、申請に係る書類の簡素化等を行い、申請者の負担

軽減を図ったか。また、審査担当者の審査能力向上や直接の事業所

訪問などにより不正受給防止対策を行ったか。 

 

 

 

○ キャリア形成促進助成金の説明会終了時のアンケート調査にお

いて９２．１％の者から説明内容が「理解できた」「どちらかとい

えば理解できた」旨の評価を得た。 
（有効回答者数 １８，０５０人） 

  なお、「理解できた」等の回答を得た主な理由としては、「支給

申請の模擬作成は、とてもためになり良かった」、「記載例があっ

たので申請時の参考になり良かった」などであった。 
  また、「どちらかといえば理解できなかった」「理解できなかっ

た」と回答した７．９％の者からの主な理由としては、「簡単にポ

イントを説明してほしい」、「具体例がないので分かりにくい」な

どであった。 
「否定的な回答について分析を行い、満足度を適切に業務に反映

できる仕組みを検討する必要がある」との指摘に対し、各施設にお

ける課題解決のための検討等を行うケース会議において、アンケー

ト結果を踏まえ、説明資料・説明方法・時間設定の改善に努めた。

 
○ キャリア形成促進助成金を利用した事業主を通じ、その従業員に

対し、事業効果に係るフォローアップ調査（サンプル調査）を実施

した結果、９９．４％の者から、訓練等によりキャリアアップにつ

ながったとの回答を得た。（有効回答者数 ９７２人） 
 
○ 技能者育成資金については、インターネットを通じて質問を受け

付け、よくある質問については、回答をＱ＆Ａとしてホームページ

で公開するとともに、利用者の状況に応じて閲覧ページを分けてい

るほか、事例や図等を用いた分かりやすい制度内容の掲載を行っ

た。また、平成１８年４月１日付けで連帯保証人を１人以上とする

こと等の改正について、同年４月３日にホームページで公開した。

また、申請書の記入例、申請書の手引き等を含めたパンフレット「技

能者育成資金のご案内」を全国の職業能力開発施設等へ配布・周知

した。 
 
○ キャリア形成促進助成金については、申請者の手続面での負担の

軽減を図るため、申請書の様式や記載項目を簡略化したほか、申請

者へのサービスの向上を図るとともに、事務処理の集中を避けるた

め、年２回の支給申請月から、半期計画が終了した事業主は随時支

給申請ができるよう改正した。 
 
○ キャリア形成促進助成金担当者の審査能力の向上を図るため、審

査マニュアル等を活用し、職員研修等を２９６回開催した。また、

疑義事業所３８件を含む８９９件の事業所を訪問し不正受給防止

に努めた。 
 
○ 「不正受給防止に係る措置の徹底・強化を図るとともに、これら

の措置の効果について検証が可能となるような指標の設定を検討

すべきである」との指摘に対し、雇用保険３事業助成金に関して、

平成１８年１２月から都道府県労働局と雇用保険関係データの照

会（ＯＣＲ照会）を行い、また、本部に監察役及び各都道府県セン

ターに給付調査役を配置し、不正受給防止マニュアルの遵守を徹底

するための点検を行うとともに、本部監察役等による都道府県セン
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ターに対する不正受給防止のための巡回指導や給付調査役に対す

る研修（平成１８年４月）を実施すること等により、不正受給防止

の強化を図った。 
   
○ 技能者育成資金の職員用マニュアルについては、当機構と都道府

県の職業能力開発施設では手続きの流れ等に一部違いがあること

から、より分かりやすくし担当者がスムーズに審査が行えるよう機

構担当者用と都道府県担当者用にそれぞれマニュアルを作成し、全

国の職業能力開発施設等へ配布した。また、マニュアル等を活用し、

本部の担当者研修を実施した。 
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中期目標 中期計画 平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

第３ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する事項 
 
 
４ 勤労者財産形成促進業務について 
（１）周知について 
① ホームページ及びパンフレットにおい

て、制度内容、利用条件、相談・受付窓

口等を公開し、各種情報の提供を充実さ

せ、申請者である事業主の利便を図るの

みならず、制度の恩恵を受けることとな

る勤労者の利便を図ること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
② 説明会や相談業務等を通じて、制度の

趣旨等を申請者である事業主のみなら

ず、制度の恩恵を受けることとなる勤労

者に対し十分に周知することにより、勤

労者の利便を図るとともに、申請者につ

いては申請内容の適正化を図ること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）手続等について 
① 助成金については、申請に係る諸手続

の合理化を進めることにより、申請者の

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 
 
４ 勤労者財産形成促進業務について 
（１）周知について 
① 制度内容、利用条件、相談・受付窓口

等を利用者の視点に立った分かりやすい

表現で、ホームページ及びパンフレット

に掲載し、周知するとともに、インター

ネットを通じた質問を受け付け、よくあ

る質問については回答をホームページに

公開するなど積極的に利用者の利便の向

上と情報提供に努める。さらに、助成金

額、貸付金額、利用条件等の制度内容に

変更があった場合は当該変更が確定した

日から、７日以内にホームページ等で公

開する。また、内容の充実を図るため、

毎年度１回以上見直しを行い、中期目標

期間中の毎年度において、平成１４年度

の実績と比べて１０％以上増のアクセス

件数を確保する。 
 
 
 
 
 
② パンフレットや申込みに係る手引を作

成し、都道府県センター等において配布

するとともに、説明会や相談業務等を通

じて制度の趣旨、内容、申請手続等を利

用者に対して十分に説明することなどに

より、利用者の利便を図るとともに、申

請内容の適正化を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）手続等について 
① 助成金については、申請者の声や適正

支給に配慮しつつ、申請書の記載項目の

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 

 

４ 勤労者財産形成促進業務について 

（１）周知について 
① 制度内容、利用条件、相談・受付窓口

等について利用者の視点に立った分かり

やすい表現によりパンフレットやホーム

ページで周知する。 

また、質問をインターネットを通じて

受け付け、よくある質問については、回

答をホームページで公開するとともに、

制度内容に変更があった場合は、当該変

更が確定した日から７日以内にホームペ

ージで公開する。 

なお、ホームページについては、更に

内容の充実を図るため見直しを行い、ア

クセス件数を平成１４年度に比較して１

０％以上増加させる。 
 

 
 
 

 

 

 

② 徹底した啓発活動を展開するため、パ

ンフレットや申込みに係る手引き等を都

道府県センター等において配布する。 

また、利用者の利便や申請内容の適正

化を図るため、説明会や事業所訪問を通

じた相談業務を積極的に実施し、制度の

趣旨・内容・申請手続等及び不正受給の

防止に関し利用者に対して十分説明す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）手続等について 

① 助成金について、申請者の声や適正支

給に配慮しつつ、申請書の記載項目の簡

 

 

 

 

 

●制度の周知 

財形業務の周知、利用者の利便や申請内容の適正化等を図るため

以下の措置を講じた。 

（１）ホームページでの公開 

① よくある質問 

来所や訪問等による相談のほか、よくある質問については、

回答をＱ＆Ａとしてホームページで公開した。 

② 財形資料請求コーナーの実施 

ホームページ上の財形資料請求コーナーを活用し、利用者

の資料請求の要望に迅速に対応した。 

③ 制度変更に伴うホームページの公開 

制度変更については、変更が確定した日から７日以内にホ

ームページで次のとおり公開した。 

（貸付利率の変更） 

・ 第１回目 確定した日の当日（平成１８年 ６月２３日） 

・ 第２回目 確定した日の当日（平成１８年 ９月２２日） 

・ 第３回目 確定した日の当日（平成１８年１２月２５日） 

・ 第４回目 確定した日の当日（平成１９年 ３月２６日） 

（制度の変更） 

・ 平成１８年４月１日施行の財形活用助成金の支給額の一

部改正（平成１８年４月３日） 

 

（２）制度の説明等の実施 

徹底した啓発活動を展開するため、助成金制度、財形融資制

度、貯蓄制度のパンフレット・リ－フレット、申込みに係る手

引き等を都道府県センターにおいて配布した。 

また、利用者の利便や申請内容の適正化を図るため、説明会

や事業所訪問を通じた相談業務を積極的に実施し、制度の趣

旨・内容・申請手続き及び不正受給の防止に関し利用者に対し

て十分説明した。 

・ 財形制度の説明会の実施    ８５０回 

・ 事業所訪問の実施    １２，１３４件 

・ 相談業務の実施     １８，７３８件 

 

（３）ホームページのアクセス件数 

内容の充実を図るための見直しを行い、ホームページのアク

セス件数については、７８，８８９件となり、平成１４年度 

（２２，３２２件）と比較して、２５３％増加した。 

 

 

●手続等  

審査担当者の知識の共有化・審査能力向上等を図るため、以下の

措置を講じた。 
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手続面での負担の軽減を図ること。 
 
 
 
② 職員研修等による担当者の審査能力の

向上を図ること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）その他 

融資業務の運営に当たっては、国及び

関係機関と連携を図ることにより、適正

な貸付金利の設定等、勤労者の生活の安

定等に資する融資を実現すること。 
 

 

簡略化や添付書類の簡素化による事務手

続の合理化を進めることにより、申請者

の手続面での負担の軽減を図る。 
 
② 融資業務や助成金業務については、職

員研修を強化し、担当者の審査能力の向

上を図る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）その他 

融資業務の運営に当たっては、貸付金

利の設定等について国及び関係機関と十

分な連絡調整を行うこととする。 
 
 
 

略化や添付書類の簡素化などによる事務

手続の合理化を進めることにより、申請

者の手続面での負担の軽減を図る。 
 

② 財形普及指導員研修を年１回、会議方

式による情報交換を年１回実施し、知識

の共有化・審査能力等の向上を図るとと

もに、本部に監察役及び各都道府県セン

ターに給付調査役を配置し、不正受給防

止マニュアルの遵守を徹底するなどによ

り、不正受給の防止を強化する。 
 

 

 

 

 

 

 

（３）その他 
財形融資業務の運営に当たっては、貸

付金利の設定等について厚生労働省及び

財形直接融資を担当している住宅金融公

庫等と緊密に連絡調整を行う。 
 

 

 

 

 

（１）財形普及指導員研修の実施 

・ 実施日   平成１８年５月２５日 

・ 実施内容  財形制度の参加の勧奨・相談業務、助成金の

支給業務等について 

・ 参加者数  ４７名 

 

（２）不正受給防止体制の強化 

本部に監察役及び各都道府県センターに給付調査役を配置

し、不正受給防止マニュアルの遵守を徹底するための点検を行

うとともに、本部監察役等による都道府県センターに対する不

正受給防止のための巡回指導や給付調査役に対する研修（平成

１８年４月）を実施すること等により、不正受給防止の強化を

図った。 

 

（３）関係機関との連絡調整 

   貸付金利の設定等に関しては、基準金融機関の短期プライム

レート及び５年利付国債の入札結果をもとに、設定した貸付金

利を確定するため、住宅金融公庫及び厚生労働省との調整を毎

月行った。 

   なお、住宅金融公庫等と債券の発行条件、債券・借入金の調

達割合等について意見交換を行い、一層の連携を図った。 
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 評価の視点  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・制度内容等の変更後７日以内にホームページで公表し、アクセス件

数については平成１４年度の実績と比較して１０％増加したか。ま

た、利用者に対する十分な制度の周知・説明に努めたか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・手続等について、申請に係る書類の簡素化等を行い、申請者の負担

軽減を図ったか。また、審査担当者の審査能力向上等を行ったか。

 

 

 

 

 自己評定 Ｂ   

（理由及び特記事項） 
・ 貸付利率の変更については、変更確定日の当日にホームペー

ジで公開した。 

・ 財形制度の説明会を８５０回、事業所訪問を１２，１３４件、

相談業務を１８，７３８件実施するなど、利用者に対する十分

な制度の周知、説明に努めた。 

・ ホームページのアクセス件数については、７８，８８９件と

なり、平成１４年度と比較して、２５３％増加した。 

・ 助成金については、担当者の審査能力の向上等のための研修

を実施したほか、本部に監察役及び各都道府県センターに給付

調査役を配置し、不正受給防止マニュアルの遵守の徹底を図る

など、不正受給防止の強化を図った。 

 

 これらのことを踏まえ、自己評定を「Ｂ」とした。 
 

○ 貸付利率の変更については、変更確定日の当日（平成１８年６月

２３日、９月２２日、１２月２５日、平成１９年３月２６日）にホ

ームページで公開した。また、平成１８年４月１日施行の財形活用

助成金の支給額の一部改正について、同年４月３日にホームページ

で公開した。 
 
○ 利用者の利便や申請内容の適正化を図るため、①来所や訪問等に

よる相談のほか、よくある質問については、回答をＱ＆Ａとしてホ

ームページで公開、②ホームページ上の財形資料請求コーナーを活

用し利用者の資料請求の要望に迅速に対応、③助成金制度、財形融

資制度、財形貯蓄制度のパンフレットや申込みに係る手引き等を都

道府県センターにおいて配布、④説明会を８５０回、事業所訪問を

１２，１３４件、相談業務を１８，７３８件実施するなど、利用者

に対する十分な制度の周知、説明に努めた。 
 
○ ホームページのアクセス件数については、７８，８８９件となり、

平成１４年度（２２，３２２件）と比較して、２５３％増加した。

 
○ 審査担当者の知識の共有化・審査能力向上等を図るため、財形普

及指導員研修を実施したほか、本部に監察役及び各都道府県センタ

ーに給付調査役を配置し、不正受給防止マニュアルの遵守を徹底す

るための点検を行うとともに、本部監察役等による都道府県センタ

ーに対する不正受給防止のための巡回指導や給付調査役に対する

研修（平成１８年４月）を実施すること等により、不正受給防止の

強化を図った。 

 

 評 定  Ｂ   

（理由及び特記事項） 

・貸付利率につき、変更確定当日にホームページで公開した。財形業

務についてホームページのアクセス件数が 78,889 件となり、平成

14 年度と比較し、253％増加した。 

・財形業務につき、ほぼ目標通りの達成がなされている。 

・目標には概ね達していると判断する。 

・計画の範囲内と判断する。 
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中期目標 中期計画 平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

第３ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する事項 
 
 
５ 情報提供について 

業務内容については、ホームページにお

いて各施設ごとの職業訓練実施状況等国民

に必要とされる情報を分かりやすい形で提

供すること等により、中期目標期間中の毎

年度のアクセス件数が２００万件以上とな

るようにすること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 
 
５ 情報提供について 

機構の業務内容や国民に必要とされる情

報については、次により広く国民に周知す

る。 
（１）業務内容について、施設ごとに設定し

ている各職業訓練コースの実施時期、定

員、受講手続、終了済みコースの訓練受

講者数、就職者数等についても、ホーム

ページ等において積極的に、かつ分かり

やすい表現で公表する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）また、自発的に職業能力開発を行いた

いと考えている個人、従業者に対して職

業能力開発を行いたいと考えている事業

主及び自らのキャリアを見つめ直したい

と考えているフリーター等若年者にとっ

て、有益な情報、その他各種の助成金制

度や融資制度の情報を充実させることに

より、中期目標期間中の毎年度のアクセ

ス件数が２００万件以上となるようにす

る。 
 

 

 

 

 

 

第２ 国民に対して提供するサービスその他

の業務の質の向上に関する目標を達成する

ためとるべき措置 
 
５ 情報提供について 
 
 
 
（１）離職者を対象とする職業訓練に関し、

訓練受講希望者が訓練コースへの応募に

際して、再就職により資する訓練コース

の選択が可能となるよう募集状況、訓練

受講者数、就職率について公表する。 
在職者及び学卒者を対象とする職業訓

練については、施設ごとの訓練コースの

実施時期、定員等を公表する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）自発的に職業能力開発を行いたいと考

えている個人、従業員に対して職業能力

開発を行いたいと考えている事業主及び

自らのキャリアを見つめ直したいと考え

ているフリーター等若年者に対する有益

な情報の充実を図り、その他各種の助成

金制度や融資制度の情報についても、分

かりやすい表現や迅速かつ充実した情報

の提供に努めることにより、アクセス件

数が２００万件以上となるようにする。

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
●ホームページを活用した積極的な情報の発信 
実施する訓練コースや若年者に対する業務、各種助成金制度・融

資制度等の機構の業務内容や国民に必要とされる情報について、分

かりやすい表現で迅速かつ充実した内容により、以下のとおりホー

ムページに公開した。 
（１）訓練コースの公開 

イ 離職者を対象とする職業訓練 
    機構及び公開を希望する都道府県の施設、並びに民間教育

訓練機関で行う公共訓練コースの内容を公開するとともに、

平成１８年度から、訓練受講希望者が適切な訓練コースの選

定を行えるよう、ホームページ上において、訓練概要、受講

条件、就職後の仕事例、過去の就職実績、賃金情報等につい

て、画像を織り交ぜながら分かりやすく掲載した。 
ロ 在職者を対象とする職業訓練 

    各職業能力開発施設で実施する訓練コースの実施時期、期

間、募集定員等を取りまとめ、公開した。 
ハ 学卒者を対象とする職業訓練 

各職業能力開発大学校等において訓練科名、募集定員、訓

練内容等を公開した。 
ニ 日本版デュアルシステム 

訓練目的、募集定員、受講対象者、訓練期間、授業料（受

講料）等を日本版デュアルシステムに係る支援サイト及び携

帯電話用サイトで公開した。 
 
（２）若年者を対象とした業務に係る情報提供 

若年者にとっての代表的な情報収集ツールである携帯電話か

ら、手軽に日本版デュアルシステムやヤングジョブスポットの

情報が得られるよう、ホームページ上にＱＲコードを設置した。 
 
（３）機構の業務内容について、分かりやすい表現で迅速な公開 
 ① 機構の事業を分かりやすく紹介するなどの情報発信 

ホームページ上に設置した利用者の声を紹介する「町かど

の機構」コーナーの内容に、職業能力開発促進センターで行

う離職者訓練を受講して再就職を果たした修了生の企業での

活躍や、日本版デュアルシステムを活用して実習先事業所に

採用された修了生の企業での活躍などを加え、身近な情報と

して発信した。 
  ② 機構が取り扱う業務の制度変更等に係る情報の迅速な公開 
    中小企業事業主等に対して行う雇用管理の改善に関する助

成金、建設雇用改善助成金及びキャリア形成促進助成金の制
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６ 勤労者福祉施設については、平成１７年

度末までにすべて譲渡又は廃止すること。 
 
７ 上記に個別に掲げる業務のほか、機構が

行う業務については、国の雇用対策と密接

に連携し、効果的・効率的な実施に努める

こと。 
 

 

 

 

 

 

 

 

６ 勤労者福祉施設については、平成１７年

度末までにすべて譲渡又は廃止する。 
 

７ 上記に個別に掲げる業務のほか、機構が

行う業務については、国の雇用対策と密接

に連携し、効果的・効率的な実施に努める。

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６ 上記に個別に掲げる業務のほか、機構が

行う業務については、国の雇用対策と密接

に連携し、効果的・効率的な実施に努める。

 

度改正、財形融資業務に係る貸付利率の変更について、ホー

ムページに掲載するなど、迅速に公開した。 
 
（４）ホームページのアクセス件数 

平成１８年度のアクセス件数については、上記（１）から（３）

の取組みなどにより、６１８万件となった。 
 
 
 
 
●事業主等の行う職業訓練に対する援助業務等の実施 
事業主等が自ら行う職業訓練等の振興に資するため、職業訓練指

導員の派遣等を実施した。 
 ・ 指導員派遣延べ人員   ４，７１７人 
 ・ 訓練延べ人員    １８０，４５２人 
 

 評価の視点  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
・ホームページへのアクセス件数が２００万件以上であったか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 自己評定 Ｂ  

（理由及び特記事項） 
・ ホームページを活用した情報の発信については、職業訓練に

係る情報の充実、日本版デュアルシステムやヤングジョブスポ

ットの情報に係るＱＲコードの設置や、離職者訓練等を受講し

た修了生の企業での活躍事例など機構の業務内容や国民に必

要とされる情報について、分かりやすい表現で迅速かつ充実し

た内容により、公開した。これらの取組みによりホームページ

のアクセス件数は６１８万件となり年度計画の目標（２００万

件以上）を上回った。 

 

 これらのことを踏まえ、自己評定を「Ｂ」とした。 
 

○ ホームページを活用した情報の発信については、訓練コースや若

年者に対する業務、各種助成金制度・融資制度等の機構の業務内容

や国民に必要とされる情報について分かりやすい表現で迅速かつ

充実した内容により、公開した。 
 
○ 離職者を対象とする職業訓練について、機構及び都道府県の施

設、並びに民間教育訓練機関で行う公共訓練コースの内容を公開す

るとともに、平成１８年度から、訓練受講希望者が適切な訓練コー

スの選定を行えるよう、ホームページ上において、訓練概要、受講

条件、就職後の仕事例、過去の就職実績、賃金情報等について、画

像を織り交ぜながら分かりやすく掲載した。 
 
○ 若年者に対する情報提供として、若年者にとって代表的な情報ツ

ールである携帯電話から手軽に日本版デュアルシステムやヤング

ジョブスポットの情報が得られるよう、ホームページ上にＱＲコー

ドを設置した。 
   
○ ホームページ上に設置した利用者の声を紹介する「町かどの機

構」コーナーの内容に、離職者訓練を受講して再就職を果たした修

 評 定  Ｂ   

（理由及び特記事項） 

・ホームページのアクセス件数が 200 万の目標を大幅に上回り 618 万

件となった。日本版デュアルシステムの情報を携帯電話用サイトで

公開した。 

・目標を大幅に上回っている。 

・目標には達していると判断する。 

・計画の範囲内と判断する。 

・ホームページへのアクセス件数の総数だけではなく、ホームページ

の中で利用されている情報の内容や、それぞれへのアクセス件数に

ついても分析する必要がある。 
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・平成１７年度末の福祉施設の廃止期限に向けて、施設の譲渡等は着

実に進んだか。 
 

了生の企業での活躍や、日本版デュアルシステムを活用して実習先

事業所に採用された修了生の企業での活躍などを加え、身近な情報

として発信した。また、業務の制度変更等については迅速に公開し

た。 
 
○ これらの取組みにより、ホームページのアクセス件数は６１８万

件となり年度計画の目標（２００万件以上）を上回った。 
 
○ 福祉施設の譲渡等については、平成１７年度末において、完了し

ている。 
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中期目標 中期計画 平成１８年度計画 平成１８年度の業務の実績 

第４ 財務内容の改善に関する事項 
 
 

 

 

１ 財形融資業務については、収益改善等に関す

る具体的な計画を策定の上、累積欠損の解消に

向け、当該計画を着実に実行するとともに、適

正な債権管理に努めること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
２ 暫定的に行う業務についても下記に従い、

財務内容の改善に努めること。 
（１）雇用促進融資については、債権管理を

適切に行い、リスク管理債権の処理を進

めるとともに、財政投融資への着実な償

還を行うこと。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（２）雇用促進住宅については、家賃収入に

より完全独立採算としているところであ

るが、家賃の適正水準への引上げ等によ

り自己収入の増加を図りながら、計画修

繕を適切に実施するとともに、中期目標

期間の最終年度までに、人件費及び事務

費の管理経費を平成１４年度に比べて概

第３ 予算、収支計画及び資金計画 
１ 中期計画を実施するため、また、下記の

方針のもと、予算、収支計画及び資金計画

を策定する。 
 
（１）財形融資については、効果的な普及啓発

活動により貸付額の確保を図りつつ適正

な貸付金利の設定等により累積欠損金の

解消に向け、収益改善を図るとともに金

融機関等を通じ債権の適正な管理に努め

る。 
 
 
 
 
 
 
 
（２）雇用促進融資については、金融機関等

を通じ債権管理を適切に行うとともに、

リスク管理債権については、必要に応じ

て法的措置を講じること等により、債権

の回収・処理に努め、償還計画どおり、

財政投融資への着実な償還を行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（３）雇用促進住宅については、家賃の適正

水準への引上げ等により自己収入の増加

を図りながら、計画修繕を適切に実施す

るとともに、中期目標期間の最終年度ま

でに、人件費及び事務費の管理経費等を

平成１４年度に比べて概ね３割程度削減

するなど、合理的な経営を図る。 

第３ 予算、収支計画及び資金計画 
１ 下記の方針のもと、予算、収支計画及び

資金計画を策定する。 

 

 

（１）財形融資については、効果的な普及啓

発活動により当年度貸付額の確保を図り

つつ適正な貸付金利の設定等により累積

欠損金の解消に向け、収益改善を図る。

また、債権管理については、金融機関

等との連携を密にし、債務者及び抵当物

件に係る情報の収集及び現状把握等を行

い、適正な管理に努める。 

 

 

 

 

 

（２）雇用促進融資の債権管理については、

より適切な回収・処理に向け債権状況の

把握や、回収手段の選択が適切に行われ

るように措置したところであり、その的

確な実施を図る。 
また、引き続き金融機関等との連携を

密にし、債務者及び抵当物件に係る情報

の収集及び現状把握等による、債権の適

切な管理、リスク管理債権に係る適切な

指導や必要に応じた法的措置の実施等に

よる債権の回収・処理に努め、償還計画

どおり、財政投融資への着実な償還を行

う。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）雇用促進住宅については、平成１７年

１２月２２日の閣議決定を踏まえ、民間

事業者の知見・ノウハウを活用しながら、

現に入居者がいることを踏まえた上で、

できるだけ早期に事業を廃止することに

ついて、平成１８年度中に検討を行い必

要な対応を行う。 

 
 
 
 
 
●財形融資の債権管理 
財形融資については、累積欠損金の解消及び適正な債権管理を以

下のとおり行った。 
（１）累積欠損金の解消 

当期利益として、５３億円を計上した結果、累積欠損金は 
２７５億円となった。 

  （当年度の貸付額 ８５４億円） 
 
（２）債権管理 
   債務者及び抵当物件に係る情報収集及び現状把握等、債権の

適正な管理を行うとともに、各（再）受託金融機関に対し連携

強化に向けた文書を発出した。 
 
●雇用促進融資の債権管理 
雇用促進融資については、適切な債権管理及び財政投融資への償

還等を以下のとおり行った。 
（１）債権管理 

① 債権管理 
債務者及び抵当物件に係る情報収集及び現状把握等、債権

の適正な管理を行うとともに、各（再）受託金融機関に対し、

連携強化に向けた文書を発出した。 
② リスク管理債権 

貸付業務を受託している金融機関に対し業務指導を実施

し、現状の把握等適正な管理に努めるとともに、当該債権の

一部については法的措置を講じること等により、債権の回

収・処理に努めた。 
なお、より適切な回収・処理に向け、債権状況の把握や回

収手段の選択が適切に行われるよう所要の措置を講じた。 
   ・ 業務指導   ４２回 

・ 法的措置状況  ２件 
 
（２）財政投融資への償還 

財政投融資への償還に関しては、約定通りの償還を行った。 
   償還額：元金  ３，１７９，１５６，０００円 
       利息  １，３９７，９５５，４０４円 
 
●雇用促進住宅 
（１）早期の事業廃止 
   民間事業者の早期事業廃止の方針の策定支援に係る報告を踏

まえ、平成３３年度までの１５年間で雇用促進住宅を譲渡・廃

止する旨の方針が決まった。 
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ね３割程度削減するなど、合理的な経営

に努めること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 予算   別紙１のとおり （省略） 

 

３ 収支計画 別紙２のとおり （省略） 

 

４ 資金計画 別紙３のとおり （省略） 

 

第４ 短期借入金の限度額 

１ 勤労者財産形成促進業務において資金繰

り上発生する資金の不足への対応として 

７７５億円

 

 

 

２ 運営費交付金の受入れの遅延等による資

金の不足又は予定外退職者の発生に伴う退

職手当の支給への対応として 

２４０億円

また、入居率の向上等により、自己収

入の一層の確保を図りつつ、計画修繕項

目別の修繕計画に基づき修繕を実施し、

地方公共団体等への譲渡等を推進する。

さらに、住宅の集中管理方式の推進等

により、人件費及び事務費の管理経費を

平成１４年度に比べて概ね２５％以上の

削減を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 予算   別紙１のとおり （省略） 

 

３ 収支計画 別紙２のとおり （省略） 

 

４ 資金計画 別紙３のとおり （省略） 

 

第４ 短期借入金の限度額 

１ 勤労者財産形成促進業務において資金繰

り上発生する資金の不足への対応として 

７７５億円

 

 

 

２ 運営費交付金の受入れの遅延等による資

金の不足又は予定外退職者の発生に伴う退

職手当の支給への対応として 

２４０億円

（２）譲渡等に向けた取組み 
地方公共団体等との協議により、３住宅７棟（２８０戸）を

譲渡した。 
この結果、年度末における所有住宅数は、１，５３０住宅 

３，８３５棟（１４１，５６２戸）となった。 
また、譲受けを検討している地方公共団体への譲渡に向け、

引き続き協議を行っている。 
さらに、個別住宅ごとの状況を把握、分析しつつ、６住宅 

５６棟（２，７６５戸）の廃止を決定し、これらの住宅の新規

入居停止等の措置を講じた。 
＜説明資料１３＞ 

（３）家賃の改定 
   平成１５年１０月３１日以前の既入居者に対して、平成１８

年４月１日に家賃改定を行った。（平均５．９４％） 
 
（４）計画的修繕及び管理経費の削減 

雇用促進住宅については、譲渡するまでの間、合理的な経営

を行うため、以下の措置を講じた。 
① 計画修繕の実施 

住宅の維持管理を行うため、計画修繕項目別の修繕計画に

基づき修繕を実施した。 
（３，１３３棟修繕、１６７．１億円支出） 

② 管理経費の削減 
集中管理方式の推進等による管理主事の削減や計画的な職

員数の削減等により、住宅の委託費に係る人件費及び事務費

の管理経費を平成１４年度に比べ２９％削減した。（削減額 

２８．８億円） 
   ・ 管理主事の削減数 ７０人 
     （平成１４年度に比べ５０７人減） 
   ・ 役職員の削減数  ５人 

（平成１４年度に比べ３０人減） 
 
●予算、収支計画、資金計画 
平成１８年度の予算、収支計画及び資金計画に対しての予算執行

等の実績は、決算報告書及び財務諸表のとおりである。 
 
 
 
 
●短期借入金 
資金繰り上発生した資金不足に対するつなぎ資金として、借入限

度額の範囲内で、借入を行った。 
 ・借入限度額：７７５億円 
 ・借入額  ：４２４億円 
 
●短期借入金 
 なし 
 
 


